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は
じ
め
に

一
般
に
、
三
国
時
代
に
関
す
る
言
説
は
、
正
統
論
と
関
連
を
持
つ

印
象
が
あ
る
。
だ
が
、
唐
代
ま
で
の
三
国
論
に
、
我
々
が
想
起
す
る

よ
う
な
一
尊
的
正
統
論
の
傾
向
は
極
め
て
薄
い
。
ま
た
、『
三
国
志

演
義
』
に
典
型
と
し
て
見
ら
れ
る
、
現
在
で
も
一
般
的
と
思
わ
れ
る

曹
魏
対
蜀
漢
と
い
う
二
項
対
立
的
な
捉
え
方
も
、
さ
ほ
ど
普
遍
的
で

は
な
か
っ
た
。
漠
然
と
曹
魏
を
中
心
に
三
国
時
代
を
捉
え
る
傾
向
は

強
い
も
の
の
、
曹
操
英
雄
論
と
諸
葛
亮
賞
賛
が
同
時
に
成
立
し
得
る

な
ど
、
多
様
な
展
開
を
見
せ
て
い
る

（
（
（

。

多
様
な
展
開
を
見
せ
た
三
国
論
は
、
周
知
の
通
り
、
北
宋
諸
儒
の

議
論
を
経
て
、南
宋
期
に
蜀
漢
正
統
論
と
い
う
一
つ
の
完
成
を
見
る
。

そ
こ
に
は
朱
熹
の
影
響
が
大
き
い
と
す
る
見
解
が
古
く
か
ら
有
力
で

あ
る
が

（
（
（

、
こ
の
「
正
統
論
」
な
る
発
想
は
、
北
宋
の
欧
陽
脩

（
（
（

が
打

ち
立
て
た
と
い
う
。
本
稿
は
、
こ
の
欧
陽
脩
に
着
目
し
、
彼
の
唱
え

た
三
国
論
と
正
統
論
と
の
関
係
を
扱
う
。
な
か
ん
ず
く
重
視
す
べ
き

は
、
は
じ
め
曹
魏
正
統
論
を
提
唱
し
た
欧
陽
脩
が
、
後
に
そ
れ
を
破

棄
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
本
論
は
こ
れ
を
鍵
と
し
て
欧
陽
脩
の

三
国
観
を
探
り
、
そ
の
特
徴
と
背
景
、
お
よ
び
そ
の
影
響
に
つ
い
て

論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

一
．
初
期
北
宋
朝
の
三
国
論

欧
陽
脩
の
三
国
論
を
よ
り
立
体
的
に
把
握
す
る
た
め
の
素
地
と
し

て
、
北
宋
朝
廷
の
三
国
論
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。

欧
陽
脩
の
曹
魏
正
統
論
と
そ
の
撤
回
に
つ
い
て田　

中　

靖　

彦
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（
一
）
北
宋
朝
の
曹
魏
尊
崇

初
期
北
宋
朝
で
は
、
三
国
の
う
ち
で
は
曹
魏
に
対
し
高
い
地
位
を

与
え
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
詳
細
は
以
前
拙
稿
に
て
述
べ
た
こ
と
が
あ

る
が

（
4
（

、
こ
こ
で
再
度
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。

乾
徳
年
間
（
九
六
三
～
九
六
八
）、
太
祖
趙
匡
胤
の
代
に
出
さ
れ

た
歴
代
帝
王
廟
の
祭
祀
（『
文
献
通
考
』
巻
一
百
三
・
宗
廟
考
三
）

に
よ
る
と
、
魏
太
祖
す
な
わ
ち
曹
操
は
、
四
等
級
に
分
け
ら
れ
た
歴

代
帝
王
の
中
で
、
第
二
等
級
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
文
帝
（
曹

丕
）
は
第
三
等
級
に
、
明
帝
（
曹
叡
）・
高
貴
郷
公
（
曹
髦
）・
陳
留

王
（
曹
奐
）
は
四
等
級
に
列
せ
ら
れ
て
お
り
、
曹
芳
を
除
く
曹
魏
皇

帝
す
べ
て
が
祭
祀
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
初
期
宋
朝

が
曹
魏
を
歴
代
王
朝
の
系
譜
に
連
な
る
王
朝
と
認
識
し
て
い
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。

一
方
で
同
史
料
で
は
、
蜀
主
劉
備
・
関
羽
・
張
飛
・
諸
葛
亮
ら
は

「
前
代
の
功
臣
・
烈
士
」
で
あ
り
、「
皆　

勳
徳
高
邁
に
し
て
、
当
時

の
冠
為
り
」と
い
う
。
賞
賛
に
は
違
い
な
い
が
、初
期
北
宋
朝
に
と
っ

て
、
劉
備
を
は
じ
め
と
す
る
蜀
漢
人
士
は
「
臣
」
な
の
で
あ
っ
た
。

曹
魏
が
歴
代
王
朝
の
系
譜
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
の
と
は
大
き
な
違
い

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
宋
朝
の
三
国
論
を
概
括
す
る
か
の
よ
う
に
、
真
宗
朝
に
勅

命
で
編
纂
さ
れ
た
『
冊
府
元
亀
』
は
、
三
国
の
「
正
統
」
の
所
在
に

つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
其
後
、
建
安
失
御
、
三
国
分
峙
、
魏
文
受
山
陽
之
禅
、
都

天
地
之
中
。
謂
之
「
正
統
」、
得
其
宜
矣
。
劉
先
主
僻
処
梁
益
、

孫
大
帝
遠
拠
江
左
、
自
窃
尊
名
、
靡
有
神
器
、
誠
非
共
工
之
匹
。

然
亦
異
於
「
正
統
」、
故
同
為
閏
焉
。
劉
氏
雖
為
孝
景
之
後
、

有
季
漢
之
称
、
蓋
以
赤
伏
之
数
已
尽
、
黄
星
之
兆
又
彰
、
不
足

拠
矣
。

（
5
（

（『
冊
府
元
亀
』
巻
一
百
八
十
二
・
閏
位
部
・
総
序
。

傍
線
部
筆
者
）

以
前
、
注
（
４
）
所
掲
拙
稿
で
も
挙
げ
た
史
料
で
あ
る
が
、
本
稿
の

関
心
で
あ
る
「
正
統
」
の
語
が
確
認
で
き
る
欧
陽
脩
以
前
の
史
料
で

も
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
改
め
て
挙
げ
る
。
同
史
料
に
つ
い
て
の
考
察

は
同
拙
稿
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
本
史
料
の
説
く
三
国
論
に

は
、
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

ま
ず
一
つ
め
の
特
徴
は
、
曹
魏
を
「
正
統
」
と
し
、
呉
蜀
は
「
正

統
」
で
は
な
い
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
曹
魏
皇

帝
に
対
す
る
扱
い
と
併
せ
て
考
え
て
も
、
こ
れ
が
初
期
北
宋
朝
の
三

国
論
に
関
す
る
公
式
見
解
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
二
つ
め
の
特
徴
は
、「
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

単
な
る
曹
魏
尊
崇
で
は
な
く
、
三
国
正
統
論
と
し
て
の
曹
魏
正
統
論

で
あ
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
三
国
論
は
、
曹
操
と
諸

葛
亮
が
同
時
に
賞
賛
の
対
象
と
な
っ
た
り
と
、
良
く
も
悪
く
も
多
様

な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
習
鑿
歯
の
よ
う
な
例
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外
を
除
け
ば

（
6
（

、
宋
代
以
前
は
曹
魏
を
中
心
に
三
国
時
代
を
捉
え
る

傾
向
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
従
来
の
三
国
論
と
比
較
し
た

と
き
、『
冊
府
元
亀
』
の
論
は
、
曹
魏
を
中
心
に
三
国
時
代
を
捉
え

る
と
い
う
姿
勢
こ
そ
従
来
と
共
通
す
る
も
の
の
、
そ
の
理
由
を
き
ち

ん
と
論
理
立
て
て
説
明
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
看
取
で
き
る
（
そ
れ

が
現
在
の
我
々
か
ら
見
て
論
理
的
な
説
明
と
な
っ
て
い
る
か
は
、
ま

た
別
で
あ
る
）。
同
史
料
は
、
魏
蜀
呉
の
三
王
朝
を
等
し
く
「
正
統
」

を
争
う
存
在
と
し
て
扱
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
正
統
」
性
を
検
証
し
、

そ
の
上
で
蜀
呉
は
「
閏
」
と
定
義
づ
け
、
曹
魏
の
み
を
「
正
統
」
と

定
義
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
し
か
も
、「
正
統
」
の
最
大
の

判
断
基
準
は
、
漢
→
魏
と
い
う
継
承
関
係
や
三
国
の
勢
力
比
較
と
い

う
現
実
的
側
面
に
据
え
て
お
り
、
唐
代
ま
で
で
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た

五
行
説
に
対
す
る
関
心
は
僅
か
に
「
赤
伏
」「
黄
星
」
を
傍
証
と
し
て

引
用
す
る
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、「
正
統
」
の

概
念
を
打
ち
立
て
、
正
統
論
を
始
め
た
の
は
欧
陽
脩
で
あ
る
と
い
う

理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
だ
が
、
魏
蜀
呉
を
は
じ
め
と
す
る
歴
代
王

朝
一
つ
一
つ
に
「
正
統
」
の
資
格
が
あ
る
か
否
か
を
検
証
す
る
と
い

う
点
、
そ
し
て
五
行
説
に
対
す
る
関
心
の
稀
薄
さ
に
お
い
て
、
欧
陽

脩
以
後
に
見
ら
れ
る
正
統
論
の
持
つ
要
素
が
、
既
に
『
冊
府
元
亀
』

所
収
の
前
掲
史
料
に
は
認
め
ら
れ
る
。

北
宋
朝
が
曹
魏
を
「
正
統
」
と
し
た
理
由
で
あ
る
が
、
ま
ず
考
え

ら
れ
る
の
は
、
従
来
の
三
国
論
が
当
時
で
は
ま
だ
影
響
力
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
三
国
時
代
の
終
了
よ
り
、
三
国
時
代
を
曹
魏
を
中

心
に
捉
え
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
常
識
で
あ
っ
た
。
か
か
る
概
念
が
北

宋
初
期
に
も
未
だ
根
強
く
残
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

ま
た
、
宋
朝
が
曹
魏
を
自
ら
の
仮
託
先
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
曹
魏
を

「
正
統
」と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
側
面
が
看
取
で
き
る
。『
四

庫
全
書
総
目
』
は
以
下
の
よ
う
に
説
く
。

（
西
晋
の
陳
寿
は
曹
魏
を
、
東
晋
の
習
鑿
歯
は
蜀
漢
を
「
正
統
」

と
し
た
と
述
べ
た
上
で
）
此
猶
宋
太
祖
簒
立
近
於
魏
、而
北
漢
・

南
唐
蹟
近
於
蜀
、
故
北
宋
諸
儒
皆
有
所
避
、
而
不
偽
魏（

（
（

。（『
四

庫
全
書
総
目
』
史
部
一
・
正
史
類
『
三
国
志
』）

宋
の
太
祖
趙
匡
胤
に
よ
る
簒
奪
は
曹
魏
と
似
て
お
り
、
北
漢
・
南
唐

は
事
績
が
蜀
漢
と
似
て
い
る
か
ら
、
北
宋
諸
儒
は
み
な
避
け
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
曹
魏
を
偽
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

指
摘
の
通
り
、
初
期
北
宋
と
曹
魏
に
は
類
似
点
が
多
い
。
建
国
が
禅

譲
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

（
（
（

、
天
下
最
強
で
あ
り
な
が
ら
、
太
祖

趙
匡
胤
の
代
で
は
天
下
統
一
は
成
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
述

の
曹
操
の
地
位
を
定
め
た
勅
命
が
出
さ
れ
た
乾
徳
年
間
、
南
漢
・
南

唐
・
北
漢
は
健
在
で
あ
り
、
宋
が
北
漢
を
下
す
の
は
、
次
の
太
宗
の

代
の
こ
と
で
あ
る
。
中
原
に
位
置
し
た
宋
が
、
境
遇
の
似
た
曹
魏
に

自
ら
を
擬
し
、
敵
対
王
朝
に
対
し
自
己
正
当
化
を
行
っ
た
と
い
う
側
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面
は
あ
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
北
宋
の
自
己
正
当
化
と
「
正
統
」

か
か
る
「
正
統
」
の
概
念
が
こ
の
時
期
の
宋
に
お
い
て
萌
芽
し
た

理
由
は
、
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
に
結
ば
れ
た
澶
淵
の
盟
に
代
表

さ
れ
る
契
丹
と
の
関
係
に
求
め
ら
れ
る
。
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
同
盟
約
が
宋
側
に
与
え
た
衝
撃
は
大
き
く
、
そ
こ
か

ら
生
じ
た
宋
に
よ
る
自
己
正
当
化
の
理
論
と
し
て
「
正
統
」
の
概
念

が
芽
生
え
た
と
理
解
で
き
よ
う

（
（
（

。

す
な
わ
ち
、
初
期
北
宋
朝
が
「
正
統
」
に
拘
泥
し
、
曹
魏
に
高
い

位
置
づ
け
を
与
え
た
の
は
、
宋
朝
み
ず
か
ら
が
自
己
の
正
当
性
や
権

威
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
裏
返
し
と
し

て
「
正
統
」
に
拘
り
、「
自
分
だ
け
が
「
正
統
」
で
あ
る
」
と
宣
伝

す
る
意
図
が
あ
っ
た
、
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
曹
魏

尊
崇
も
斯
か
る
自
己
正
当
化
の
一
環
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ

り
、
自
己
投
影
先
と
し
て
最
適
で
あ
っ
た
が
故
に
、
曹
操
と
曹
魏
は

「
正
統
」
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
曹
魏
が
高
ら
か
に
称
揚
さ
れ
る
一
方
で
、
劉
備
・
諸
葛
亮

ら
も
「
功
臣
」
と
い
う
扱
い
な
が
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

当
時
は
「「
正
統
」
な
王
朝
の
み
を
認
め
、
そ
の
敵
対
王
朝
は
丸
ご

と
否
定
す
る
」
と
い
っ
た
意
識
も
ま
だ
確
立
し
き
っ
て
は
い
な
い
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。
か
か
る
三
国
論
が
展
開
さ
れ
た
北
宋
代
は
、
三
国

論
の
過
渡
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
北
宋
代
は
、
正
統
論
勃
興
の

時
で
も
あ
り
、
三
国
の
「
正
統
」
が
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
で

は
、
そ
の
正
統
論
の
祖
と
さ
れ
る
欧
陽
脩
は
、
い
か
な
る
三
国
観
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
．
欧
陽
脩
の
正
統
論
と
曹
魏
観
の
変
化

蘇
軾
は
、「
正
統
之
論
、起
於
欧
陽
子
」（「
正
統
論
三
首
」
弁
論
二
）

と
述
べ
て
お
り
、
か
か
る
「
正
統
論
は
欧
陽
脩
に
よ
り
起
こ
っ
た
」

と
い
う
認
識
は
現
在
で
も
定
説
と
な
っ
て
い
る

（
（1
（

。
ま
た
彼
は
『
新

唐
書
』
や
『
五
代
史
記
』（『
新
五
代
史
』）
の
撰
者
と
し
て
も
著
名

で
あ
る
。
彼
は
歴
代
王
朝
の「
正
統
」性
の
検
証
に
深
い
関
心
を
持
っ

て
お
り
、
正
統
論
に
関
す
る
著
述
を
多
数
残
し
た
、
正
統
論
と
三
国

正
統
論
の
流
れ
の
中
で
も
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
人
物
で
あ

る
。（

一
）
欧
陽
脩
の
著
作
改
訂
に
つ
い
て

欧
陽
脩
の
三
国
論
を
検
討
す
る
前
に
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
点
が

あ
る
。
そ
れ
は
、欧
陽
脩
が
自
著
の
一
部
を
晩
年
に
改
訂
し
て
お
り
、

該
当
作
品
は
改
訂
の
前
後
で
大
き
く
内
容
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
南
宋
の
周
必
大

（
（（
（

は
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。



― 5（ ―

惟
『
居
士
集
』
経
公
決
択
、
篇
目
素
定
。
而
参
校
衆
本
、
有
増

損
其
辞
至
百
字
者
、有
移
易
後
章
為
前
章
者
。
皆
已
附
注
其
下
。

如
「
正
統
論
」「
吉
州
学
記
」「
瀧
岡
阡
表
」、
又
迥
然
不
同
、

則
収
寘
外
集
。（

（1
（

（『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
附
録
巻
五
）

欧
陽
脩
の
文
章
に
は
改
訂
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も
特
に

「
正
統
論
」
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
重
沢
俊

郎
「
欧
陽
脩
の
正
統
論
」（『
東
方
学
会
創
立
二
十
五
周
年
記
念
東
方

学
論
集
』
東
方
学
会
、
一
九
七
二
年
）
は
、「
欧
陽
脩
の
正
統
問
題

を
主
題
と
す
る
論
説
は
、
は
じ
め
七
篇
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
た
も
の

が
、
後
に
現
在
の
「
正
統
論
」
三
篇
の
形
に
改
編
さ
れ
た
も
の
と
見

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
内
容
上
の
本
質
的
な
変
化
は
な
い
」
と
説

く
。
こ
れ
に
対
し
東
英
寿
は
、
欧
陽
脩
が
「
正
統
」
と
認
め
る
王
朝

に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
、
最
初
は
「
正
統
」
と
認
め
て
い
た
五
代
に

「
正
統
」
を
認
め
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
重
沢
説
に
疑
義
を

呈
し
て
い
る

（
（1
（

。
東
は
ま
た
、
欧
陽
脩
の
正
統
論
は
改
訂
前
と
改
訂

後
で
大
き
く
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
全
編
に
わ
た
っ
て
文

章
修
改
の
過
程
を
克
明
に
跡
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
も
説
く

（
（1
（

。

欧
陽
脩
の
正
統
論
に
改
訂
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
三
国
論
に
も

変
化
が
あ
っ
た
可
能
性
を
物
語
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
彼
の

説
く
正
統
論
と
三
国
論
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
欧
陽
脩
に
よ
る
正
統
論
関
連
の
文
書
に
つ
い
て
、
本
論
の

関
心
に
基
づ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。
東
英
寿
は
、『
居
士
外
集
』（
単

に
『
外
集
』
と
も
い
う
）
校
勘
の
記
述
に
あ
る
指
摘

（
（1
（

を
参
考
に
、

欧
陽
脩
の
正
統
論
関
連
の
著
述
を
、
慶
暦
四
年
（
一
〇
四
四
）
の
前

後
で
大
き
く
三
つ
に
分
類
す
る

（
（1
（

。
す
な
わ
ち
、
慶
暦
四
年
以
前
の

も
の
（「
原
正
統
論
」「
明
正
統
論
」「
秦
論
」「
魏
論
」「
東
晋
論
」「
後

魏
論
」「
梁
論
」。
東
は
こ
れ
を
Ａ
群
と
呼
称
）
と
、
そ
れ
以
後
の
も

の
（「
正
統
後
論
」「
魏
梁
解
」「
或
問
」「
正
統
弁
」。
東
は
こ
れ
を

Ｂ
群
と
呼
称
）、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
更
に
編
纂
し
な
お
し
て
『
居

士
集
』
に
収
録
し
た
も
の
（「
正
統
論
序
論
」「
正
統
論
上
」「
正
統

論
下
」「
魏
梁
解
」「
或
問
」）
の
三
つ
で
あ
る
。
欧
陽
脩
は
『
居
士
集
』

編
纂
の
際
、
Ａ
群
の
七
篇
の
う
ち
「
原
正
統
論
」
を
整
理
し
て
「
正

統
論
上
」
と
し
、
残
り
六
篇
の
う
ち
「
魏
論
」「
梁
論
」
を
除
く
四

篇
を
整
理
し
て
「
正
統
論
下
」
と
し
、そ
れ
に
Ｂ
群
の
「
或
問
」「
魏

梁
解
」
を
加
え
て
収
録
し
、
更
に
「
序
論
」
を
新
た
に
作
っ
た
。
以

上
が
東
の
整
理
で
あ
り
、本
論
も
お
お
む
ね
こ
れ
に
従
う
。
た
だ
し
、

Ｂ
群
の
う
ち
「
正
統
弁
」
は
破
棄
さ
れ
て
お
り
（
注
（
5（
）
も
参
照
）、

「
正
統
後
論
」
は
『
居
士
集
』『
外
集
』
い
ず
れ
に
も
採
録
さ
れ
な
い

の
で
考
察
対
象
外
と
な
る
た
め
、
Ｂ
群
の
時
期
の
欧
陽
脩
の
正
統
論

に
関
す
る
思
想
を
考
察
す
る
こ
と
は
難
し
い
（「
魏
梁
解
」「
或
問
」

が
『
居
士
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
Ｂ

群
は
『
居
士
集
』
所
収
の
も
の
と
近
い
思
想
と
捉
え
る
べ
き
か
も
し

れ
な
い
）。
そ
こ
で
本
論
で
は
便
宜
上
、
欧
陽
脩
の
正
統
論
を
大
き
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く
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
と
し
、慶
暦
四
年
以
前
を「
改
訂
前
」、

以
後
を
「
改
訂
後
」
と
呼
称
し
、
改
訂
前
の
欧
陽
脩
の
正
統
論
及
び

三
国
観
を
示
す
材
料
と
し
て「
原
正
統
論
」「
明
正
統
論
」「
秦
論
」「
魏

論
」「
東
晋
論
」「
後
魏
論
」「
梁
論
」（
い
ず
れ
も
『
外
集
』
巻
九
）、

改
訂
後
の
も
の
と
し
て
「
正
統
論
序
論
」「
正
統
論
上
」「
正
統
論
下
」

（
以
上
は
『
居
士
集
』
巻
十
六
収
録
）
お
よ
び
「
魏
梁
解
」（『
居
士
集
』

巻
十
七
）
を
中
心
に
検
証
を
進
め
る
。

（
二
）「
正
統
」
の
定
義
と
該
当
王
朝

欧
陽
脩
は
、「
正
統
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
正
」
者
、
所
以
正
天
下
之
不
正
也
。「
統
」
者
、
所
以
合
天
下

之
不
一
也
。
由
不
正
与
不
一
、
然
後
「
正
統
」
之
論
作
。（

（1
（

こ
れ
は
初
期
の
作
で
あ
る
「
原
正
統
論
」
で
も
、
改
訂
後
の
文
集
で

あ
る
『
居
士
集
』
収
録
の
「
正
統
論
上
」
で
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

一
貫
し
て
欧
陽
脩
の
持
論
で
あ
っ
た
。

欧
陽
脩
は
、「
正
」
す
な
わ
ち
天
下
の
不
正
を
正
す
こ
と
、「
統
」

す
な
わ
ち
天
下
の
一
つ
で
な
い
状
態
を
一
つ
に
合
す
る
こ
と
、
の
二

つ
を
分
け
て
考
え
、「
正
」
に
し
て
「
統
」
な
る
も
の
が
初
め
て
「
正

統
」
た
る
こ
と
が
出
来
る
と
定
義
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
を
重
視
す

る
姿
勢
で
あ
り
、
従
来
の
五
行
思
想
・
讖
緯
説
・
天
人
相
関
説
を
否

定
し
た
点
が

（
（1
（

大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
附
言
す
る
な
ら
ば
、
現
在
で

は
一
般
に
「
正
統
」
の
「
正
し
い
系
統
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
と
い

う
印
象
が
強
い
が
、
正
統
論
の
祖
た
る
欧
陽
脩
の
定
義
は
そ
う
で
は

な
く
、「
正
」
と
「
統
」
が
別
個
の
概
念
で
あ
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。

だ
が
欧
陽
脩
は
、
歴
代
の
王
朝
が
必
ず
し
も
「
正
」「
統
」
の
両

方
を
得
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。そ
こ
で
彼
は
、

歴
代
の
王
朝
を
以
下
の
五
つ
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
正
」

に
し
て
「
統
」
な
王
朝
、
②
「
統
」
で
は
な
い
が
「
正
」
な
王
朝
、

③
「
正
」
で
は
な
い
が
「
統
」
な
王
朝
、
④
互
角
な
王
朝
が
両
立
す

る
状
態
、
⑤
「
正
」
で
も
「
統
」
で
も
な
い
王
朝
、
で
あ
る

（
（1
（

。
そ

し
て
彼
は
、歴
代
王
朝
が
こ
の
五
つ
の
枠
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
、

議
論
を
進
め
る
。

た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
、
欧
陽
脩
は
初
期
に
著
し
た
正
統
論
関
連

の
作
品
を
、
後
に
大
々
的
に
改
訂
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
改
訂
の

前
後
で
、「
正
統
」
と
認
め
る
王
朝
に
も
少
な
か
ら
ぬ
変
化
が
見
受

け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

改
訂
前
作
品
の
「
明
正
統
論
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

…
…
夫
居
天
下
之
正
、
合
天
下
於
一
、
斯
「
正
統
」
矣
。［
尭
・

舜
・
三
代
・
秦
・
漢
・
晋
・
唐
。］
天
下
雖
不
一
、
而
居
得
其
正
、

猶
曰
天
下
当
正
於
吾
而
一
、
斯
謂
之
「
正
統
」、
可
矣
。［
東
周
・

魏
・
五
代
。］
始
雖
不
得
其
正
、
卒
能
合
天
下
於
一
、
夫
一
天
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下
而
居
其
上
、
則
是
天
下
之
君
矣
。
斯
謂
之
「
正
統
」、
可
矣
。

［
如
隋
、
是
也
。］
天
下
大
乱
、
其
上
無
君
、
僭
窃
並
興
、「
正
統
」

無
属
、当
是
之
時
、奮
然
而
起
、並
争
乎
天
下
。［
東
晋
・
後
魏
。］

有
功
者
強
、
有
徳
者
王
、
威
沢
皆
被
于
生
民
、
号
令
皆
加
乎
当

世
、
幸
而
以
大
并
小
、
以
強
兼
弱
、
遂
合
天
下
於
一
、
則
大
且

強
者
、謂
之
「
正
統
」、猶
有
説
焉
。
不
幸
而
両
立
、不
能
相
兼
、

考
其
迹
則
皆
正
、
較
其
義
則
均
焉
、
則
「
正
統
」
者
将
安
与
乎
。

其
或
終
始
不
得
其
正
、
又
不
能
合
天
下
於
一
、
則
可
謂
之
「
正

統
」
乎
、（

11
（

不
可
也
。
然
則
有
不
幸
而
丁
其
時
、
則
「
正
統
」
有

時
而
絶
也
。（

1（
（

（［　

］
は
割
注
を
表
す
）

す
な
わ
ち
欧
陽
脩
は
、
①
に
尭
・
舜
・
三
代
・
秦
・
漢
・
西
晋
・
唐

を
、
②
に
東
周
・
曹
魏
・
五
代
を
、
③
に
隋
を
、
④
に
東
晋
・
北
魏

を
列
し
、⑤
に
は
特
に
該
当
王
朝
を
記
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、

①
②
③
に
「
正
統
」
を
認
め
て
い
る
。
改
訂
前
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
、

「
正
」「
統
」
い
ず
れ
も
重
視
し
て
い
る
こ
と
、
曹
魏
は
「
正
統
」
な

る
王
朝
と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
改
訂
後
作
品
で
あ
る
「
正
統
論
下
」
で
は
、
少
し
く

様
相
が
異
な
る
。

…
…
夫
居
天
下
之
正
、合
天
下
於
一
、斯
「
正
統
」
矣
。
尭
・
舜
・

夏
・
商
・
周
・
秦
・
漢
・
唐
、
是
也
。
始
雖
不
得
其
正
、
卒
能

合
天
下
於
一
、
夫
一
天
下
而
居
上
、
則
是
天
下
之
君
矣
。
斯
謂

之
「
正
統
」、
可
矣
。
晋
・
隋
、
是
也
。
天
下
大
乱
、
其
上
無
君
、

僭
窃
並
興
、「
正
統
」
無
属
、
当
是
之
時
、
奮
然
而
起
、
並
争

乎
天
下
、
有
功
者
彊
、
有
徳
者
王
、
威
沢
皆
被
于
生
民
、
号
令

皆
加
乎
当
世
、
幸
而
以
大
并
小
、
以
彊
兼
弱
、
遂
合
天
下
於
一
、

則
大
且
彊
者
、
謂
之
「
正
統
」、
猶
有
説
焉
。
不
幸
而
両
立
、

不
能
相
并
、
考
其
迹
則
皆
正
、
較
其
義
則
均
焉
、
則
「
正
統
」

者
将
安
予
奪
乎
。
東
晋
・
後
魏
、
是
也
。
其
或
終
始
不
得
其
正
、

又
不
能
合
天
下
於
一
、
則
可
謂
之
「
正
統
」
乎
。
魏
及
五
代
、

是
也
。
然
則
有
不
幸
而
丁
其
時
、
則
「
正
統
」
有
時
而
絶

也
。（

11
（

…
…

欧
陽
脩
は
、
①
に
尭
・
舜
・
夏
・
商
・
周
・
秦
・
漢
・
唐
を
、
③
に

西
晋
・
隋
を
、
④
に
東
晋
・
北
魏
を
、
そ
し
て
改
訂
前
に
は
言
及
の

な
か
っ
た
⑤
に
曹
魏
・
五
代
を
列
し
、
代
わ
り
に
②
は
定
義
そ
の
も

の
が
消
失
し
、
①
③
の
み
に
「
正
統
」
を
認
め
る
。

「
正
統
」
の
定
義
に
少
し
く
変
化
が
見
ら
れ
、
ま
た
「
正
統
」
と

認
め
ら
れ
る
王
朝
に
つ
い
て
大
き
な
変
化
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

よ
う
。
い
ず
れ
も
、「
正
統
」
は
時
と
し
て
絶
え
る
と
定
義
す
る
の

は
共
通
だ
が
、
改
訂
前
の
論
は
王
朝
の
「
正
」「
統
」
い
ず
れ
も
重

き
が
置
か
れ
る
の
に
対
し
、
改
訂
後
の
論
で
は
「
統
」、
つ
ま
り
王

朝
が
天
下
統
一
を
果
た
し
た
か
否
か
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
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て
そ
の
「
正
統
」
観
の
変
化
か
ら
、
改
訂
前
は
曹
魏
に
対
し
「
正
」

を
認
め
、
統
一
は
出
来
な
か
っ
た
が
「
正
統
」
を
冠
し
て
良
い
と
す

る
の
に
対
し
、
改
訂
後
は
、
曹
魏
は
「
正
」「
統
」
の
い
ず
れ
を
も

得
て
い
な
い
王
朝
で
あ
り
、
三
国
時
代
は
五
代
同
様
、「
正
統
」
の

絶
え
て
い
た
時
代
だ
と
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
正
統
論
改
訂
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

欧
陽
脩
は
、
何
故
曹
魏
正
統
論
を
撤
回
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
東

英
寿
は
、
欧
陽
脩
が
「
正
統
」
と
認
め
る
王
朝
に
変
化
が
あ
っ
た
こ

と
、
最
初
は
「
正
統
」
と
認
め
て
い
た
五
代
に
「
正
統
」
を
認
め
な

く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
欧
陽
脩
の
曹
魏
及
び
五
代
観
転
換
の
理

由
を
、
欧
陽
脩
が
『
五
代
史
記
』
執
筆
を
通
し
五
代
に
対
す
る
研
鑽

を
積
ん
だ
結
果
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
五
代
に
対
す
る
見
方
の
誤
謬

に
気
づ
い
た
か
ら
だ
と
説
く

（
11
（

。
首
肯
し
う
る
説
で
あ
る
が
、何
を「
誤

謬
」
と
見
做
す
か
と
い
う
絶
対
的
な
価
値
基
準
が
な
い
以
上
、
な
ぜ

欧
陽
脩
が
梁
を
「
正
統
」
と
す
る
こ
と
を
「
誤
謬
」
と
見
做
す
よ
う

に
な
っ
た
か
と
い
う
点
は
疑
問
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
三

国
正
統
論
に
関
す
る
欧
陽
脩
の
見
解
に
つ
い
て
は
「「
正
統
論
」
を

書
き
替
え
た
理
由
と
し
て
は
、
他
に
も
た
と
え
ば
魏
に
対
す
る
見
解

の
修
正
（
中
略
）
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
」
と
簡
単
に
触
れ
る

に
留
ま
っ
て
い
る
。

林
文
孝
「
欧
陽
脩
の
正
統
論
と
歴
史
叙
述
」（『
中
国
─
社
会
と
文

化
』
一
八
、二
〇
〇
三
年
）
は
、
基
本
的
に
東
説
に
賛
意
を
示
し
、

正
統
論
改
訂
後
の
欧
陽
脩
の
考
え
を
「「
正
統
」
と
い
う
発
想
か
ら

解
き
放
た
れ
、
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
な
歴
史
叙

述
が
、そ
こ
か
ら
は
構
想
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。

だ
が
も
し
林
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
欧
陽
脩
が
「
正
統
」
と
い
う
発

想
か
ら
解
き
放
た
れ
た
の
な
ら
ば
、
欧
陽
脩
は
何
故
「
正
統
論
」
そ

の
も
の
を
破
棄
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
で
あ
ろ
う
。

欧
陽
脩
の
論
展
開
は
、「
正
統
」
の
概
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
正
統
」
を
こ
そ
軸
と
し
て
展
開
し
て
い
る
と

見
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

（
11
（

。

欧
陽
脩
は
な
ぜ
正
統
論
を
改
訂
し
、
曹
魏
正
統
論
を
破
棄
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、
今
少
し
欧
陽
脩
の
三

国
論
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

（
四
）「
正
」
か
ら
「
悪
」
へ　

―
欧
陽
脩
の
曹
魏
観
―

正
統
論
改
訂
前
の
欧
陽
脩
は
、
三
国
の
「
正
統
」
が
曹
魏
に
あ
る

こ
と
を
示
す
た
め
の
専
著
「
魏
論
」
を
著
し
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の

執
筆
の
目
的
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

…
…
魏
与
呉
・
蜀
為
三
国
、
陳
寿
不
以
魏
統
二
方
、
而
並
為
『
三

志
』。
今
乃
黜
二
国
、
進
魏
而
統
之
、
作
「
魏
論
」。（

11
（

（「
明
正

統
論
」）
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陳
寿
が
編
ん
だ
の
が
三
国
の
歴
史
書
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
呉
・
蜀

を
退
け
魏
を
進
め
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

「
魏
論
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

…
…
不
幸
東
漢
無
賢
子
孫
、
而
魏
為
不
討
之
讐
。
今
方
黜
新
而

進
魏
、
疑
者
以
謂
「
与
姦
而
進
悪
」。
此
不
可
以
不
論
也
。

…
…
自
秦
以
来
、
興
者
以
力
。
故
直
較
其
迹
之
逆
順
、
功
之
成

敗
而
已
。
彼
漢
之
徳
、
自
安
・
和
而
始
衰
、
至
桓
・
霊
而
大
壊
。

其
衰
乱
之
迹
、
積
之
数
世
、
無
異
三
代
之
亡
也
。
故
豪
傑
並
起

而
争
、
而
強
者
得
之
。
此
直
較
其
迹
爾
。
故
魏
之
取
漢
、
無
異

漢
之
取
秦
、
而
秦
之
取
周
也
。
夫
得
「
正
統
」
者
、
漢
也
。
得

漢
者
、
魏
也
。
得
魏
者
、
晋
也
。
晋
嘗
統
天
下
矣
。
推
其
本
末

而
言
之
、
則
魏
進
而
正
之
、
不
疑
。（

11
（

迹
の
順
逆
、
功
の
成
敗
を
較
べ
る
だ
け
、
と
い
う
事
実
重
視
の
姿
勢

を
強
調
し
た
上
で
、「
魏
が
漢
を
取
っ
た
の
は
、
漢
が
秦
を
取
り
、

秦
が
周
を
取
っ
た
の
と
変
わ
ら
な
い
。
魏
を
「
正
」
と
す
る
の
に
疑

問
は
無
い
」
と
説
い
て
い
る
。
明
確
な
曹
魏
正
統
論
で
あ
る
。
た
だ

し
同
文
か
ら
は
、
か
か
る
欧
陽
脩
の
曹
魏
論
に
対
し
疑
問
の
意
見
が

既
に
あ
っ
た
こ
と
も
見
て
取
れ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

と
こ
ろ
が
、
正
統
論
改
訂
後
の
彼
の
見
解
が
、
曹
魏
と
五
代
に
対

し
「「
正
」
で
も
「
統
」
で
も
な
い
」
と
変
わ
っ
た
こ
と
は
既
に
見
た
。

改
訂
後
の
作
品
集
で
あ
る
『
居
士
集
』
に
「
魏
論
」
は
収
録
さ
れ
ず
、

代
わ
っ
て
彼
の
曹
魏
観
が
展
開
さ
れ
る
の
は
「
魏
梁
解
」
と
な
る
。

　

予
論
「
正
統
」、
弁
魏
・
梁
不
為
偽
。
議
者
或
非
予
大
失
『
春

秋
』
之
旨
、
以
謂
「
魏
・
梁
皆
負
簒
弑
之
悪
。
当
加
誅
絶
、
而

反
進
之
、是
奨
簒
也
、非
『
春
秋
』
之
志
也
。」
予
応
之
曰
、「
是

『
春
秋
』
之
志
耳
。
魯
桓
公
弑
隠
公
而
自
立
者
、
宣
公
弑
子
赤

而
自
立
者
、
鄭
厲
公
逐
世
子
忽
而
自
立
者
、
衛
公
孫
剽
逐
其
君

衎
而
自
立
者
、
聖
人
於
『
春
秋
』
皆
不
絶
其
為
君
。
此
予
所
以

不
黜
魏
・
梁
者
、
用
『
春
秋
』
之
法
也
。
魏
・
梁
之
悪
、
三
尺

童
子
皆
知
可
悪
。
…
…
夫
欲
著
其
罪
於
後
世
、在
乎
不
没
其
実
。

其
実
嘗
為
君
矣
、
書
其
為
君
。
其
実
簒
也
、
書
其
簒
。
各
伝
其

実
、
而
使
後
世
信
之
、
則
四
君
之
罪
、
不
可
得
而
掩
耳
。
使
為

君
者
不
得
掩
其
悪
、
則
人
之
為
悪
者
、
庶
乎
其
息
矣
。
是
謂
用

意
深
而
勧
戒
切
、
為
言
信
而
善
悪
明
也
。
…
…
『
春
秋
』
之
於

大
悪
之
君
不
誅
絶
之
者
、
不
害
其
褒
善
貶
悪
之
旨
也
。
惟
不
没

其
実
、
以
著
其
罪
、
而
信
乎
後
世
、
与
其
為
君
而
不
得
掩
其
悪
、

以
息
人
之
為
悪
。
能
知
『
春
秋
』
之
此
旨
、然
後
知
予
不
黜
魏
・

梁
之
是
也（

11
（

。」（「
魏
梁
解
」）

前
掲
「
魏
論
」
と
同
様
、
曹
魏
や
五
代
梁
を
大
き
く
扱
う
欧
陽
脩
の

筆
法
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
こ
と
へ
の
反
論
か
ら
、同
論
は
始
ま
る
。



― 6（ ―

そ
し
て
彼
は
、
魏
や
梁
の
悪
は
子
供
で
も
知
っ
て
い
る
と
言
い
、「
そ

の
罪
を
後
世
に
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
そ
の
事
実
を
隠
さ
ず
に
書
き

残
す
こ
と
で
あ
る
。
君
主
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
事
実
な
ら
ば
、

そ
の
通
り
に
書
く
。
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
が
簒
奪
だ
っ
た
の
な
ら
、

そ
の
通
り
に
書
く
。
君
主
で
あ
っ
て
も
悪
行
を
隠
蔽
で
き
な
い
と
な

れ
ば
、
人
が
悪
を
行
う
こ
と
も
な
く
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
か
か

る
『
春
秋
』
の
旨
を
理
解
で
き
て
は
じ
め
て
、
私
が
魏
や
梁
を
斥
け

な
い
こ
と
の
正
し
さ
が
分
か
る
の
だ
」
と
い
う
。

同
文
は
一
見
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
記
録
す
る
姿
勢
と
、
魏
・
梁

を
偽
王
朝
と
扱
わ
な
い
点
は
「
魏
論
」
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え

る
が
、「
魏
梁
解
」
を
一
見
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、「
魏
論
」
に
は
見

え
な
か
っ
た
「
悪
」
の
表
現
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
欧
陽
脩
が
何
を
以
て
魏
・
梁
を
「
悪
」
と
見
な
し
た
か
、
彼

自
身
に
よ
る
直
接
の
論
及
は
な
い
。
た
だ
、「
議
者
」
と
の
問
答
の

論
題
は
専
ら
「
簒
」
で
あ
る
こ
と
や
、「『
春
秋
』
之
志
」
の
実
例
と

し
て
列
挙
さ
れ
る
四
人
の
君
主
が
、
い
ず
れ
も
自
ら
の
君
主
を
殺
し

た
り
放
逐
し
て
自
分
が
即
位
し
た
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
判
断
す
る
に
、「
簒
」
が
魏
・
梁
を
悪
と
す
る
最
大
の
要
素
な
の

で
あ
ろ
う

（
11
（

。

改
訂
後
の
欧
陽
脩
の
曹
魏
観
で
特
筆
す
べ
き
は
、
以
下
の
二
点
で

あ
る
。
ま
ず
一
つ
め
は
、「
魏
論
」
で
説
い
た
曹
魏
の
「
正
」
と
い

う
定
義
を
撤
回
し
、
代
わ
っ
て
「
悪
」
と
い
う
評
価
を
明
確
に
示
し

た
こ
と
。
二
つ
め
は
、
そ
れ
で
も
曹
魏
を
偽
と
し
て
斥
け
る
こ
と
を

せ
ず
、そ
の
理
由
は
「
事
実
を
そ
の
通
り
に
書
き
残
し
、そ
れ
に
よ
っ

て
魏
と
梁
の
悪
を
知
ら
し
め
る
」
と
い
う
姿
勢
、
い
わ
ば
「
春
秋
の

筆
法
」に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
こ
と
。
か
か
る
点
は
、

唐
代
の
史
家
・
劉
知
幾
の
史
論
と
の
共
通
性
が
指
摘
し
得
る
で
あ
ろ

う
（
11
（

。な
お
、
改
訂
前
に
は
単
独
で
扱
わ
れ
た
「
魏
論
」
が
改
訂
後
に
は

「
魏
梁
解
」
と
な
り
、
曹
魏
が
五
代
梁
と
一
括
り
で
論
ぜ
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
が
、
こ
れ
は
改
訂
後
の
み
の
特

徴
と
は
捉
え
な
い
ほ
う
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
欧
陽
脩
は
改
訂
前
の

正
統
論
で
既
に
曹
魏
と
五
代
を
同
じ
枠
で
「
正
」
と
定
義
し
て
い
た
。

改
訂
後
の
「
魏
梁
解
」
は
そ
の
延
長
上
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
曹
魏

と
後
梁
に
は
い
ず
れ
も
天
下
統
一
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
成

立
に
つ
い
て
既
に
世
間
で
批
判
の
声
が
あ
っ
た
こ
と
と
い
う
共
通
点

が
あ
り
、
一
括
し
て
論
じ
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

（
11
（

。

（
五
）
諸
葛
亮
へ
の
憧
れ

欧
陽
脩
の
蜀
漢
観
お
よ
び
蜀
漢
人
士
評
価
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

彼
は
生
涯
を
通
じ
、
公
然
と
蜀
漢
正
統
論
を
唱
え
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
改
訂
前
の
論
で
あ
る
「
原
正
統
論
」
で
は
「
劉
備
、漢
之
後
裔
、

以
不
能
一
天
下
而
自
別
称
蜀
、
不
得
「
正
統
」、
可
也

（
1（
（

」
と
説
き

（
11
（

、

劉
備
が
漢
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
天
下
を
統
一
し
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て
い
な
い
こ
と
か
ら
「
正
統
」
と
は
認
め
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
改
訂
前
作
品
に
あ
た
る
「
東
晋
論
」
に
て
は
、「
若

乃
国
已
滅
矣
、
以
宗
室
子
自
立
於
一
方
、
卒
不
能
復
天
下
於
一
、
則

晋
之
琅
邪
、
与
夫
後
漢
之
劉
備
・
五
代
漢
之
劉
崇
何
異
。
備
与
崇
未

嘗
為
「
正
統
」、
則
東
晋
可
知
焉
爾
」

（
11
（

と
説
き
、
天
下
を
統
一
し
て

い
な
い
以
上
、
東
晋
の
司
馬
睿
が
「
正
統
」
で
な
い
こ
と
は
、
劉
備

も
劉
崇
も
「
正
統
」
で
は
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。

こ
の
考
え
は
正
統
論
改
訂
後
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、『
居
士

集
』
収
録
の
「
正
統
論
下
」
に
て
東
晋
の
「
正
統
」
を
否
定
す
る
段

で
も
同
様
の
論
を
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
欧
陽
脩
は
、
曹
魏
か
ら

「
正
統
」
を
剥
奪
し
た
後
も
、一
貫
し
て
蜀
漢
お
よ
び
劉
備
を
「
正
統
」

と
す
る
意
志
は
無
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

だ
が
、
晩
年
の
彼
は
、
蜀
漢
贔
屓
と
ま
で
は
い
か
ぬ
に
せ
よ
、
少

な
く
と
も
呉
蜀
を
魏
と
同
列
に
扱
う
史
観
の
持
ち
主
だ
っ
た
。
そ
の

こ
と
は
、彼
の
史
書
分
類
法
か
ら
窺
え
る
。『
旧
唐
書
』
は
『
三
国
志
』

の
魏
書
を
呉
書
・
蜀
書
と
分
け
て
分
類
す
る
の
に
対
し

（
11
（

、『
新
唐
書
』

で
は
、
三
国
い
ず
れ
も
同
等
に
扱
っ
て
い
る

（
11
（

。『
新
唐
書
』
は
『
旧

唐
書
』
の
不
備
を
補
う
べ
く
、
勅
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
書
で
あ

り
、
十
数
年
の
歳
月
を
か
け
て
嘉
祐
五
年
（
一
〇
六
〇
）
に
成
立
し

た
。
欧
陽
脩
は
同
書
の
本
紀
・
志
・
表
を
担
当
し
て
お
り
、
そ
の
志

に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ
『
蜀
国
志
』『
呉
国
志
』
を
「
偽
史
類
」
の
項

目
か
ら
除
外
し
た
の
は
、『
旧
唐
書
』
に
よ
る
同
二
書
を
偽
史
と
す

る
扱
い
が
欧
陽
脩
に
と
っ
て
誤
っ
た
見
解
だ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
（
11
（

。
こ
れ
は
、
改
訂
前
の
正
統
論
で
「
魏
論
」
執
筆
の
動
機
と
し

て
述
べ
て
い
た
「
陳
寿
が
編
ん
だ
の
が
三
国
の
歴
史
書
で
あ
る
こ
と

に
対
し
、
呉
・
蜀
を
退
け
魏
を
進
め
る
」（
前
述
）
と
い
う
思
想
と

は
見
事
に
反
対
の
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
欧
陽
脩
は
、
曹
魏
の
み

を
中
心
に
据
え
る
三
国
観
を
撤
回
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
瑣
事
か
も
し
れ
ぬ
が
、『
旧
唐
書
』
に
見
え
な
か
っ
た
諸

葛
亮
の
『
論
前
漢
事
』
が
『
新
唐
書
』
正
史
類
に
見
え
る

（
11
（

こ
と
も

興
味
深
い
。
諸
葛
亮
が
漢
を
論
じ
た
書
を
わ
ざ
わ
ざ
追
加
し
、
し
か

も
正
史
類
に
分
類
す
る
こ
と
は
、
欧
陽
脩
の
諸
葛
亮
に
対
す
る
思
い

入
れ
の
表
れ
か
も
し
れ
な
い
。

欧
陽
脩
の
劉
備
や
諸
葛
亮
に
対
す
る
見
解
は
概
し
て
肯
定
的
で
、

前
述
の
よ
う
に
、「
正
統
」
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
劉
備
が
漢
の

後
裔
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、

理
想
的
君
臣
関
係
と
し
て
、
劉
備
と
諸
葛
亮
の
関
係
を
引
用
し
て
い

る
。

或
有
詰
予
曰
、「
然
則
用
人
者
、
不
可
専
信
乎
。」
応
之
曰
、「
斉

桓
公
之
用
管
仲
、
蜀
先
主
之
用
諸
葛
亮
、
可
謂
専
而
信
矣
。
不

聞
挙
斉
・
蜀
之
臣
民
非
之
也
。
蓋
其
令
出
而
挙
国
之
臣
民
従
、

事
行
而
挙
国
之
臣
民
便
。
故
桓
公
・
先
主
得
以
専
任
而
不
貳
也
。

使
令
出
而
両
国
之
人
不
従
、
事
行
而
両
国
之
人
不
便
、
則
彼
二
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君
者
其
肯
専
任
而
信
之
、
以
失
衆
心
而
斂
国
怨
乎
。」（

11
（

（『
居
士

集
』
巻
十
七
「
為
君
難
論
上
」）

斉
桓
公
と
管
仲
、
劉
備
と
諸
葛
亮
を
例
と
し
て
、
君
主
が
臣
下
を
信

頼
し
、
そ
の
臣
下
に
政
務
を
担
当
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
の
統
治

が
う
ま
く
い
っ
た
の
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
か
か

る
論
は
、
君
主
か
ら
の
信
頼
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
欧
陽
脩
の
経
歴
と

比
較
し
た
と
き
、
極
め
て
興
味
深
い
。
自
己
と
異
な
り
我
が
子
を
託

さ
れ
る
ま
で
に
信
頼
さ
れ
た
諸
葛
亮
と
、
臣
下
に
全
て
を
任
せ
る
劉

備
の
関
係
に
対
し
、
憧
憬
の
念
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
欧
陽
脩
の
三
国
論
の
特
徴
は
、
初
め
は
曹

魏
を
「
正
統
」
と
定
義
し
た
が
、
後
に
そ
れ
を
撤
回
し
、
曹
魏
に
対

し
て
「
悪
」
と
い
う
評
価
を
下
し
た
こ
と
、蜀
漢
や
孫
呉
の
「
正
統
」

は
遂
に
認
め
な
か
っ
た
が
、
蜀
漢
に
対
し
て
は
肯
定
的
態
度
が
看
取

し
得
る
と
い
う
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

斯
か
る
点
を
踏
ま
え
、
次
章
で
は
欧
陽
脩
の
正
統
論
が
改
訂
さ
れ

た
理
由
に
つ
い
て
、
彼
の
境
遇
も
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
検
討
し
て

み
た
い
。

三
．
欧
陽
脩
の
境
遇
と
宋
の
「
正
統
」

（
一
）
政
治
的
挫
折

景
祐
三
年
（
一
〇
三
六
）、
三
〇
歳
の
欧
陽
脩
は
、
范
仲
淹
左
遷

に
異
議
を
唱
え
、
夷
陵
に
左
遷
さ
れ
る
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻

一
百
十
八
・
仁
宗
・
景
祐
三
年
五
月
戊
戌
）。
こ
の
夷
陵
貶
謫
は
、

欧
陽
脩
が
官
僚
人
生
を
開
始
し
て
味
わ
っ
た
、
最
初
の
大
き
な
挫
折

で
あ
る
。
欧
陽
脩
は
夷
陵
の
文
明
と
の
縁
遠
さ
に
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て

お
り

（
11
（

、
自
己
の
境
遇
に
大
い
に
不
満
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
翻
っ

て
歴
史
上
、
こ
の
夷
陵
に
お
い
て
人
生
最
大
の
挫
折
を
味
わ
っ
た
男

は
、
蜀
の
劉
備
で
あ
っ
た

（
11
（

。
特
に
裏
付
け
る
資
料
は
無
い
が
、
腐

敗
政
治
の
黒
幕
（
と
彼
が
見
な
し
た
）
呂
夷
簡
と
対
立
す
る
范
仲
淹

を
公
然
と
弁
護
し
た
こ
と
で
左
遷
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
欧
陽
脩
の
脳

裏
に
は
、
臣
下
の
仇
討
ち
に
出
陣
し
、
夷
陵
で
大
敗
北
を
喫
し
た
劉

備
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
欧
陽
脩
は

劉
備
主
従
に
肯
定
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
事
は
「
欧
陽
脩
は
劉
備
と

同
じ
場
所
で
人
生
の
挫
折
を
味
わ
い
蜀
贔
屓
に
な
っ
た
」
と
い
う
単

純
な
も
の
で
は
な
い
。
現
に
、「
明
正
統
論
」「
魏
論
」
な
ど
改
訂
前

の
正
統
論
七
首
は
、
康
定
元
年
（
一
〇
四
〇
）
の
作
だ
と
い
う

（
1（
（

。

欧
陽
脩
が
曹
魏
正
統
論
を
展
開
し
た
の
は
、
夷
陵
貶
謫
後
な
の
で
あ

る
。
劉
備
へ
の
同
情
は
、
あ
っ
た
と
し
て
も
一
要
素
に
過
ぎ
ぬ
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
夷
陵
貶
謫
期
、
彼
の
学
問
傾
向
が
大
き
な
転
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換
を
遂
げ
た
こ
と
は
、
既
に
多
く
の
先
行
研
究
に
指
摘
が
あ
る

（
11
（

。

そ
し
て
『
五
代
史
記
』
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
夷
陵
に
い

る
間
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
後
、
欧
陽
脩
の
夷
陵
貶
謫
前
後
か
ら
、
宋
は
西
夏
の
脅
威
が

深
刻
と
な
り

（
11
（

、
仁
宗
は
改
革
を
進
め
る
べ
く
、
嘗
て
追
わ
れ
て
い
っ

た
范
仲
淹
や
欧
陽
脩
ら
を
招
聘
し
て
、
改
革
の
任
に
当
た
ら
せ
た
。

慶
暦
三
年
（
一
〇
四
三
）
に
始
ま
っ
た
こ
の
改
革
は
、慶
暦
の
新
政
、

あ
る
い
は
慶
暦
の
改
革
と
呼
ば
れ
る
。
小
島
毅
『
中
国
の
歴
史
７　

中
国
思
想
と
宗
教
の
奔
流　

宋
朝
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、

慶
暦
の
改
革
を
担
っ
た
欧
陽
脩
ら
若
手
を
、理
想
主
義
を
掲
げ
る「
澶

淵
の
盟
の
あ
と
に
生
ま
れ
、
契
丹
の
脅
威
を
感
じ
た
こ
と
の
な
い
世

代
、「
戦
争
を
知
ら
な
い
子
供
た
ち
」」
と
表
現
し
て
い
る
。
欧
陽
脩

は
、
知
識
と
し
て
は
西
夏
問
題
は
知
っ
て
い
た
ろ
う
が
、
今
度
は
実

際
の
政
治
の
場
に
お
い
て
、
自
ら
の
仕
え
る
宋
朝
が
、
彼
ら
が
西
方

の
野
蛮
人
と
見
做
し
て
い
た
筈
の
西
夏
の
脅
威
に
怯
え
る
と
い
う
現

実
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

慶
暦
の
改
革
は
、早
く
も
慶
暦
五
年
（
一
〇
四
五
）
に
頓
挫
す
る
。

そ
れ
と
時
期
を
前
後
し
て
欧
陽
脩
は
、
ま
た
も
左
遷
の
憂
き
目
に
遭

う
。
そ
の
後
も
欧
陽
脩
は
、
濮
議
に
お
い
て
司
馬
光
ら
と
激
論
を
繰

り
広
げ
、
挙
げ
句
の
果
て
に
は
息
子
の
嫁
と
の
密
通
で
告
発
さ
れ
る

な
ど
、
不
遇
な
こ
と
が
多
く
、
自
ら
求
め
て
地
方
に
転
出
し
た
。
彼

は
治
平
四
年
（
一
〇
六
七
）、
知
亳
州
と
な
っ
て
い
る
。
彼
が
赴
任

し
た
と
き
、
真
宗
朝
期
に
重
視
さ
れ
た
亳
州
魏
武
帝
廟

（
11
（

は
ど
の
よ

う
な
様
子
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
年
五
月
に
現
地
に
赴
任
し
た

欧
陽
脩
も
謁
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が

（
11
（

、
こ
れ
が
彼
の
正
統
論

や
曹
操
評
価
に
影
響
を
与
え
た
形
跡
は
無
い
。
尤
も
、
彼
は
翌
年
十

月
に
は
知
青
州
と
し
て
現
地
に
赴
任
し
て
い
る
か
ら
、
か
く
も
短
い

亳
州
滞
在
で
は
無
理
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
致
仕
を
求
め
て
許

可
さ
れ
た
欧
陽
脩
は
、
熙
寧
五
年
（
一
〇
七
二
）
閏
七
月
、
六
十
六

歳
の
波
瀾
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

（
二
）
現
実
に
対
す
る
鑑
戒
と
し
て
の
史

欧
陽
脩
の
著
し
た
史
書
に
、
彼
の
抱
い
て
い
た
不
満
や
現
状
に
対

す
る
危
機
感
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
歴
史
を
鑑
と
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
識
が
看
取
で
き
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
指
摘

が
あ
る
。
た
と
え
ば
石
田
肇
「
新
五
代
史
撰
述
の
経
緯
」（『
東
洋
文

化
』
四
一
、四
二
合
併
号
、
一
九
七
七
年
）
は
、『
新
五
代
史
』
撰
述

の
契
機
を
、
景
祐
の
党
議
に
お
け
る
政
治
的
挫
折
、
す
な
わ
ち
夷
陵

左
遷
に
求
め
、同
書
に
は
彼
自
身
の
鬱
憤
が
託
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。

ま
た
石
田
に
よ
る
と
、
欧
陽
脩
は
、
彼
が
生
き
た
慶
暦
二
年
を
五
代

十
国
時
代
の
再
来
と
す
る
危
機
意
識
を
持
ち
、
鑑
戒
と
し
て
『
五
代

史
記
』
を
執
筆
し
た
と
い
う
。
ま
た
小
林
義
廣
に
よ
る
と
、
慶
暦
の

改
革
を
担
っ
た
欧
陽
脩
の
現
実
社
会
に
対
す
る
批
判
的
認
識
が
、『
五

代
史
記
』
に
お
い
て
士
大
夫
像
・
君
主
像
・
国
家
像
と
し
て
展
開
さ
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れ
て
い
る
と
い
い
、「
欧
陽
脩
は
、『
五
代
史
記
』
を
叙
述
し
な
が
ら
、

自
ら
の
国
家
の
あ
る
べ
き
姿
を
追
求
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
」
と
結

論
し
て
い
る

（
11
（

。
小
林
義
廣
は
ま
た
、『
五
代
史
記
』
に
お
い
て
「
失
節
」

の
代
表
と
し
て
批
判
さ
れ
る
馮
道
へ
の
評
価
は
呂
夷
簡
評
価
と
軌
を

一
に
し
て
お
り
、
范
仲
淹
を
筆
頭
と
す
る
改
革
派
は
仁
宗
を
信
頼
し

て
お
ら
ず
、『
五
代
史
記
』
の
君
主
論
に
は
「
用
人
」
を
よ
く
す
る

理
想
的
君
主
像
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
も
説
く

（
11
（

。
有
名
な「
朋
党
論
」

は
、
仁
宗
が
范
仲
淹
ら
の
朋
党
に
猜
疑
の
目
を
向
け
た
こ
と
へ
の
弁

解
的
反
論
の
性
格
を
持
つ
。欧
陽
脩
は
、君
主
に
対
し
不
信
感
を
持
っ

て
い
た
と
い
う
と
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ぬ
が
、
少
な
く
と
も
君
主
が

自
分
た
ち
を
全
面
的
に
信
頼
し
て
い
な
い
こ
と
に
不
満
を
持
っ
て
い

た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。か
か
る
欧
陽
脩
の
君
主
に
対
す
る
心
境
は
、

劉
備
と
諸
葛
亮
の
信
頼
関
係
に
対
す
る
憧
憬
（
前
述
）
か
ら
も
看
取

で
き
る
。

欧
陽
脩
の
史
書
著
述
の
中
に
彼
が
有
し
て
い
た
現
実
的
意
識
の
反

映
を
看
取
す
る
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
と
な
れ
ば
、
欧
陽
脩
の
持
つ
歴
史
意
識
の
中
で
も
大
き
な

テ
ー
マ
で
あ
る
「
正
統
」
も
、
彼
の
持
つ
現
実
に
対
す
る
意
識
、
国

家
観
と
無
関
係
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
従
来
、
欧
陽
脩
の
正
統
論

に
対
し
て
は
「
正
統
性
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
原
理

を
見
出
し
、
そ
の
原
理
に
よ
っ
て
各
王
朝
の
正
統
性
の
判
定
も
し
よ

う
と
し
た
」

（
11
（

と
す
る
理
解
を
代
表
に
、
欧
陽
脩
の
政
治
的
な
意
図
や

現
実
社
会
に
対
す
る
主
張
な
ど
と
は
無
縁
の
も
の
と
し
て
検
討
さ
れ

て
き
た
が
、
彼
の
正
統
論
に
も
何
か
し
ら
現
実
的
な
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
正
統
論
関
連
の

著
述
で
あ
る
「
魏
梁
解
」
に
て
、
曹
魏
や
梁
の
悪
を
明
記
す
る
こ
と

で
悪
事
を
行
う
人
が
い
な
く
な
る
と
い
う
鑑
戒
の
作
用
を
期
待
す
る

と
論
ず
る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
。

そ
れ
で
は
、
欧
陽
脩
が
正
統
論
に
投
影
し
た
現
実
的
意
識
と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。

（
三
）
北
宋
と
曹
魏

西
晋
以
来
隋
唐
ま
で
、
曹
魏
を
中
心
に
三
国
時
代
を
捉
え
る
史
観

が
主
流
で
あ
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
曹
魏
こ
そ
禅
譲
に
よ
る
政
権
交

代
を
確
立
し
た
王
朝
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
北
宋
初
期
の
曹
魏
正

統
論
も
そ
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
北
宋
の
成

立
が
曹
魏
と
共
通
点
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、前
掲
『
四
庫
全
書
総
目
』

が
「
北
宋
の
士
大
夫
は
避
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
曹
魏
を
偽
と
し
な

か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
通
り
で
あ
っ
た
。
か
か
る
事
実
を
踏
ま
え
た

と
き
、
欧
陽
脩
が
曹
魏
正
統
論
を
撤
回
し
た
こ
と
は
、
極
め
て
意
味

深
長
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
四
庫
全
書
総
目
』
の
表
現
を
借
り

る
な
ら
ば
、避
け
る
べ
き
を
避
け
ず
に
曹
魏
を
偽
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、取
り
上
げ
て
お
き
た
い
点
が
あ
る
。
欧
陽
脩
は
、

改
訂
前
の
一
連
の
正
統
論
作
品
の
う
ち
、
そ
の
総
論
的
部
分
に
お
い
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て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
周
之
亡
迄
于
顕
徳
、
実
千
有
一
百
一
十
三
年
之
間
、
或
理
或

乱
、
或
取
或
伝
、
或
分
或
合
、
其
理
不
能
一
概
、
是
以
論
者
於

此
而
難
也
。（

11
（

（「
原
正
統
論
」）

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
箇
所
が
改
訂
後
の
作
品
で
あ
る「
正
統
論
上
」

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
貫
し
た
論
で
あ
っ
た
と
見
て
良
い
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
改
訂
前
は
、
宋
の
「
正
統
」
に
つ
い
て
特
に
論

じ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
宋
が
「
正
統
」
な
王
朝
で
あ
る

こ
と
は
自
明
ゆ
え
、論
ず
る
必
要
無
し
と
の
意
識
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
改
訂
後
の
論
に
お
い
て
は
、「
正
統
論
上
」
の
ほ
か

に
序
論
で
も
類
似
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
改

訂
後
の
み
に
見
ら
れ
る
要
素
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

然
尭
舜
三
代
之
一
天
下
也
、
不
待
論
説
而
明
。
自
秦
昭
襄
訖
周

顕
徳
、
千
有
余
年
。
治
乱
之
迹
、
不
可
不
辨
。
而
前
世
論
者
、

靡
有
定
説
。
伏
惟
、
大
宋
之
興
、
統
一
天
下
、
与
尭
舜
三
代
無

異
。
臣
故
曰
「
不
待
論
説
而
明
」。（「
正
統
論
序
論
」）（

11
（

改
定
前
の
正
統
論
に
お
い
て
、欧
陽
脩
は
わ
ざ
わ
ざ
「
宋
は
「
正
統
」

で
す
」
と
言
う
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
改
訂
後
の
正
統
論
で
は
、

こ
れ
を
序
論
に
て
主
張
し
て
い
る
。「
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
」

と
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い

る
の
も
弁
解
的
要
素
が
看
取
で
き
よ
う
。
宋
の
「
正
統
」
を
否
定
し

た
論
だ
と
批
判
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
あ
ら
か
じ

め
先
手
を
打
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
ま
で
し
て
彼
が
主
張
し

た
か
っ
た
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か

（
1（
（

。

前
述
の
よ
う
に
、初
期
趙
宋
と
曹
魏
に
は
類
似
性
が
高
い
。
就
中
、

真
宗
は
自
ら
と
宋
朝
を
曹
操
と
曹
魏
に
仮
託
す
ら
し
て
い
る
（
注

（
４
）
所
掲
拙
稿
参
照
）。
と
な
れ
ば
、
欧
陽
脩
が
曹
魏
を
「
正
統
」

か
ら
外
し
た
こ
と
は
、
宋
の
「
正
統
」
に
対
し
何
ら
か
の
意
見
を
彼

が
有
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
こ
で
、煩
を
厭
わ
ず
欧
陽
脩
の
曹
魏
論
の
変
遷
を
確
認
す
る
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
。
改
訂
前
の
論
で
は
、
曹
魏
は
「
統
」
で
は
な

い
も
の
の
「
漢
よ
り
取
」
っ
た
か
ら
「
正
」
で
あ
り
、故
に
「
正
統
」

で
あ
る
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
改
訂
後
は
、「
正
」
は
ほ
と
ん
ど
顧
み

ら
れ
る
こ
と
な
く
「
統
」
の
み
が
重
視
さ
れ
、
そ
れ
を
達
成
で
き
な

か
っ
た
曹
魏
は
「
正
統
」
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

注
意
す
べ
き
は
、
か
か
る
条
件
が
趙
宋
に
そ
の
ま
ま
合
致
し
て
し

ま
う
こ
と
で
あ
る
。
趙
宋
は
、
禅
譲
に
よ
り
成
立
し
た
史
上
最
後
の

王
朝
で
あ
り
、
か
か
る
禅
譲
に
よ
る
歴
代
王
朝
の
継
承
関
係
は
、「
魏

論
」（
改
訂
前
）
に
従
え
ば
「
正
」
の
定
義
に
該
当
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

改
訂
後
の
彼
の
論
で
は
「
正
」
は
重
視
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
「
統
」
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の
要
素
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
欧
陽
脩
は
「
宋
が
天
下
統
一
し
た
こ
と

は
、
尭
舜
三
代
と
変
わ
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際

の
と
こ
ろ
宋
の
悲
願
で
あ
っ
た
燕
雲
十
六
州
の
奪
回
は
、
遂
に
成
就

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
慶
暦
の
改
革
期
、
西
夏
問
題
に
実
際
に
直

面
し
た
欧
陽
脩
は
、
こ
れ
を
特
に
実
感
し
た
に
相
違
な
い
。
欧
陽
脩

の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
北
宋
は
曹
魏
と
同
じ
く
「
統
」
を
達
成

で
き
な
か
っ
た
王
朝
な
の
で
あ
る
。
欧
陽
脩
は
、
か
か
る
宋
朝
の
現

状
に
危
機
意
識
を
抱
い
て
お
り
、
そ
れ
が
正
統
論
に
も
表
れ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
東
英
寿
の
指
摘
す
る
欧
陽
脩
の
著
作
改
訂
期
の
分

水
嶺
が
慶
暦
四
年
で
あ
る
こ
と
（
前
述
）
も
こ
れ
を
裏
付
け
る
。
欧

陽
脩
が
正
統
論
を
改
訂
し
て
曹
魏
の
「
正
統
」
を
否
定
し
た
の
は
、

慶
暦
の
改
革
の
最
中
、
あ
る
い
は
そ
の
挫
折
後
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
東
に
よ
る
と
、
改
訂
後
の
「
正
統
論
」
上
下
篇
は
、

欧
陽
脩
が
そ
の
最
晩
年
に
『
居
士
集
』
を
編
纂
す
る
に
当
た
っ
て
作

り
替
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
改
訂
後
の
正
統

論
は
、
欧
陽
脩
の
長
い
人
生
経
験
に
基
づ
く
、
彼
の
ほ
ぼ
最
終
見
解

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
改
訂
後
の
論
に
お
い
て
欧
陽
脩
が
宋
朝

の
「
正
統
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
と
、曹
魏
や
五
代
梁
の
「
正
統
」

を
否
定
し
た
こ
と
、「
正
」
で
は
な
く
「
統
」
の
み
を
重
視
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、「
天
下
統
一
で
き
な
か
っ
た
魏
・
梁
に
「
正
統
」
た
る
資

格
は
な
い
。
そ
れ
と
同
様
、
契
丹
や
西
夏
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
我

が
宋
朝
の
「
正
統
」
も
揺
ら
い
で
い
る
」
と
い
う
の
が
、
欧
陽
脩
の

主
張
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、「
欧
陽
脩
は
北
宋
と
皇
帝
を
憎
ん
で
お
り
、

曹
操
や
曹
魏
に
比
し
て
北
宋
朝
を
悪
し
様
に
罵
っ
た
」
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。こ
れ
は
彼
な
り
の
宋
朝
へ
の
忠
義
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

齋
木
哲
郎
は
、『
新
五
代
史
』
に
見
え
る
筆
法
か
ら
、
欧
陽
脩
は
「
君

主
に
仕
え
る
一
途
さ
だ
け
を
臣
下
の
忠
義
の
証
と
し
て
」
賞
賛
し
、

命
を
か
け
て
忠
節
を
尽
く
す
臣
下
こ
そ
が
宋
朝
存
続
に
欠
か
せ
な
い

と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
う

（
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。
欧
陽
脩
自
身
、
宋
朝
と
皇

帝
に
対
す
る
忠
義
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

こ
と
は
、
政
権
や
君
主
に
対
し
全
く
不
満
が
無
い
こ
と
を
意
味
は
し

な
い
。
む
し
ろ
、
忠
誠
を
誓
い
、
宋
朝
の
繁
栄
を
願
え
ば
こ
そ
、
主

張
し
た
い
こ
と
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
宋
朝
の
現
状
が
自
ら
の
理

想
と
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
こ
と
を
憂
い
た
欧
陽
脩
が
、
現
状
に
対

す
る
危
機
感
を
抱
い
た
こ
と
の
表
出
の
一
つ
と
し
て
、「
正
統
」
の

定
義
お
よ
び
曹
魏
評
価
の
変
化
を
見
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。「
宋
は
曹
魏
と
同
様
に
「
正
統
」
で
は
な
い
」
と
罵
っ
た
の

で
は
な
く
、「
こ
の
ま
ま
で
は
宋
は
曹
魏
や
後
梁
同
様
に
「
正
統
」

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

欧
陽
脩
の
曹
魏
観
が
転
換
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ
こ
に
求
め
ら

れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
は
じ
め
欧
陽
脩
は
、
宋
朝
の
公
式
見
解
と
同
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様
、
曹
魏
を
「
正
統
」
と
し
た
が
、
慶
暦
の
改
革
の
当
事
者
と
し
て

宋
朝
が
「
統
」
で
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
状
に
対

し
強
い
危
機
感
を
抱
き
、「
統
」
を
重
視
す
る
正
統
論
を
展
開
す
る

に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
先
代
皇
帝
・
真
宗
が
尊
崇
し
、
北
宋
朝
と
類

似
し
た
点
の
多
い
曹
魏
の
「
正
統
」
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

こ
の
ま
ま
で
は
宋
自
身
も
「
正
統
」
た
り
え
な
い
と
警
鐘
を
鳴
ら
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
曹
魏
の
「
悪
」
を
強
調
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
も
、
現
状
に
対
す
る
鑑
戒
の
意
識
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
前

述
の
よ
う
に
、
欧
陽
脩
の
考
え
る
曹
魏
の
「
悪
」
と
は
簒
奪
を
主
に

指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
れ
を
厳
し
く
批
判
す
る
彼
の
思
想
は
、

齋
木
の
指
摘
す
る
「
命
を
か
け
て
忠
節
を
尽
く
す
臣
下
こ
そ
が
宋
朝

存
続
に
欠
か
せ
な
い
と
い
う
」
欧
陽
脩
の
意
識
と
軌
を
一
に
す
る
。

慶
暦
の
改
革
を
経
験
し
た
欧
陽
脩
に
と
っ
て
、
曹
魏
は
真
宗
期
に
見

ら
れ
た
よ
う
な
宋
の
仮
託
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、「
正
統
」
の
面
か

ら
も
「
悪
」
の
面
か
ら
も
、
宋
の
反
面
教
師
た
る
べ
き
存
在
と
な
っ

た
の
で
あ
る

（
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。

（
四
）
欧
陽
脩
の
三
国
論
の
位
置
づ
け

正
統
論
の
祖
と
さ
れ
る
欧
陽
脩
で
あ
る
が
、
注
（
（0
）
な
ど
で
も

述
べ
た
よ
う
に
、
彼
以
前
か
ら
「
正
統
」
の
表
現
は
あ
っ
た
。
と
く

に
、
欧
陽
脩
に
先
行
し
て
編
ま
れ
た
『
冊
府
元
亀
』
で
展
開
さ
れ
る

三
国
正
統
論
（
前
掲
）
は
、
曹
魏
の
み
を
「
正
統
」
と
し
た
こ
と
、

そ
の
理
由
を
後
漢
か
ら
禅
譲
を
受
け
た
こ
と
に
求
め
た
こ
と
、
呉
蜀

の
「
正
統
」
を
否
定
し
た
こ
と
、
五
行
説
へ
の
関
心
が
薄
い
こ
と
を

特
徴
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
欧
陽
脩
の
正
統
論
と
極
め
て
類
似
し

た
論
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
欧
陽
脩
の
正
統
論
は
、
彼
が
一

か
ら
発
明
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
、当
時
の
宋
朝
に
お
け
る
「
正
統
」

の
概
念
の
萌
芽
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
捉

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
正
統
」
と
い
う
概
念
は
、
欧

陽
脩
に
よ
っ
て
具
体
的
な
定
義
を
与
え
ら
れ
（
後
世
の
論
者
は
必
ず

し
も
彼
の
定
義
を
遵
守
は
し
な
か
っ
た
が
）、そ
れ
ま
で
曖
昧
で
あ
っ

た
前
代
政
権
に
対
す
る
評
価
も
、「
正
統
」
を
検
討
す
る
議
論
、
す

な
わ
ち
正
統
論
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

欧
陽
脩
自
身
は
、
三
国
の
中
で
曹
魏
を
中
心
に
扱
う
こ
と
は
一
貫

し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
「
正
統
」
は
否
定
す
る
に
至
り
、「
悪
」

と
い
う
評
価
を
も
下
し
た
。
ま
た
、
曹
魏
と
梁
を
同
列
に
扱
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
曹
操
は
唐
の
簒
奪
者
と
し
て
大
い
に
憎
ま
れ
て
い
た
朱

全
忠
に
比
肩
す
る
悪
人
と
定
義
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
無
論
、
既
に

見
て
き
た
通
り
、
曹
操
を
悪
人
と
す
る
意
見
は
既
に
存
在
し
た
が
、

朱
全
忠
と
い
う
彼
ら
の
生
き
た
時
代
に
近
い
憎
ま
れ
役
に
比
せ
ら
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
簒
奪
者
・
悪
人
と
し
て
の
曹
操
像
は
、
具
体
的
で

強
い
形
象
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
ま
れ
、
北
宋
諸
儒
の
三
国
論
は
こ
れ
以
降
、「
正
統
」
を
軸
と

し
て
展
開
し

（
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（

、
南
宋
に
お
け
る
蜀
漢
正
統
論
へ
と
繋
が
る
の
だ
が
、
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斯
か
る
「
正
統
」
を
軸
と
し
た
三
国
論
の
展
開
は
、
欧
陽
脩
抜
き
に

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

北
宋
に
お
け
る
正
統
論
は
、
従
来
の
単
な
る
王
朝
の
自
己
正
当
化

の
手
段
か
ら
一
歩
昇
華
し
た
側
面
を
有
し
て
い
た
。
か
か
る
正
統
論

を
確
立
し
た
人
物
こ
そ
が
欧
陽
脩
な
の
で
あ
り
、彼
の
正
統
論
は「
正

統
」
が
時
と
し
て
絶
え
る
こ
と
を
公
言
す
る
な
ど
の
側
面
を
持
ち
、

現
代
の
我
々
か
ら
見
て
も
現
実
的
な
歴
史
観
の
持
ち
主
だ
と
思
わ
せ

る
。
た
だ
し
、彼
の
正
統
論
は
必
ず
し
も
純
粋
に
「
原
理
を
見
出
し
、

そ
の
原
理
に
よ
っ
て
各
王
朝
の
正
統
性
の
判
定
も
し
よ
う
と
し
た
」

（
11
（

側
面
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
著
し
た

『
五
代
史
記
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
の
史
観
の
一
側
面
を

担
う
正
統
論
に
も
、
欧
陽
脩
自
身
の
持
つ
現
実
社
会
へ
の
意
識
を
反

映
し
た
と
い
う
性
格
が
あ
る
。
彼
の
正
統
論
に
は
、
契
丹
や
西
夏
と

い
っ
た
勢
力
の
擡
頭
に
対
す
る
危
機
感
の
表
出
と
し
て
の
性
格
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
一
度
は
自
ら
認
め
た
曹
魏
の
「
正
統
」
を
後

年
に
な
っ
て
否
定
し
た
こ
と
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
劉
備
と
諸
葛
亮
の
君
臣
関
係
に
対
す
る
賞
賛
は
、
政
治
的
に
不

遇
な
こ
と
の
多
か
っ
た
欧
陽
脩
に
よ
る
劉
備
主
従
へ
の
理
想
視
と
い

う
性
格
を
有
し
て
い
る
。

欧
陽
脩
の
立
て
た
「
正
統
」
と
い
う
定
義
は
、
同
時
代
の
み
な
ら

ず
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
後
の
三
国
論
に
対
し
て
も
理

論
的
枠
組
を
提
供
し
た
。
か
か
る
性
格
を
帯
び
た
三
国
論
は
、
北
宋

諸
儒
の
広
範
な
議
論
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
稿
を
改
め
て

論
じ
た
い
。

注（
（
） 六
朝
よ
り
唐
代
の
三
国
論
の
特
徴
と
そ
の
変
遷
に
関
し
て
は
、
拙

著
『
中
国
知
識
人
の
三
国
志
像
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
一

～
六
章
を
参
照
。

（
（
） こ
れ
に
つ
い
て
の
概
観
は
、
近
藤
正
則
「
資
治
通
鑑
綱
目
の
周
辺

─
蜀
漢
正
統
論
と
諸
葛
亮
評
価
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
漢
文
学
会
会

報
』
三
一
、一
九
八
六
年
）
を
参
照
。
ま
た
筆
者
も
、
以
前
こ
れ
に

関
し
て
「
三
国
論
に
見
る
朱
熹
の
歴
史
意
識
」
と
題
し
た
発
表
を

行
い
（
東
方
学
会
平
成
二
十
四
年
度
秋
期
学
術
大
会
）、
現
在
論

考
を
準
備
中
で
あ
る
。

（
（
） 欧
陽
脩
に
は
、「
欧
陽
修
」
と
す
る
表
記
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
小
林
義
廣
「
欧
陽
修
か
欧
陽
脩
か
」（
初
出
は
『
東
海
史
学
』

三
一
、一
九
九
六
年
。
の
ち
、
小
林
義
廣
『
欧
陽
脩　

そ
の
生
涯
と

宗
族
』
創
文
社
、二
〇
〇
〇
年
に
収
録
）
に
よ
る
と
、本
人
が
「
欧

陽
脩
」
と
記
す
の
を
好
ん
だ
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た

『
宋
史
』
巻
三
百
一
十
九
の
本
伝
で
も
「
欧
陽
脩
」
と
記
し
て
い
る
。
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本
論
で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
先
行
研
究
題
目
な
ど
の
例
外
を
除

い
て
「
欧
陽
脩
」
で
統
一
す
る
。
な
お
、
欧
陽
脩
の
生
涯
に
つ
い

て
は
、
前
述
し
た
『
宋
史
』
本
伝
に
加
え
、
小
林
義
廣
『
欧
陽
脩　

そ
の
生
涯
と
宗
族
』（
前
掲
）
所
収
「
欧
陽
脩
小
伝
」、東
英
寿
『
欧

陽
脩
古
文
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
上
篇
第
一
章
「
欧

陽
脩
の
略
伝
─
そ
の
古
文
制
作
と
の
関
連
を
中
心
と
し
て
─
」、

王
水
照
・
崔
銘
『
欧
陽
脩
伝
』（
天
津
人
民
出
版
社
、二
〇
一
三
年
）、

劉
徳
清
『
欧
陽
脩
紀
年
録
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）

を
参
照
し
た
。

（
4
） 前
掲
拙
著
第
七
章
「
澶
淵
の
盟
と
曹
操
祭
祀
─
真
宗
朝
に
お
け
る

「
正
統
」の
萌
芽
」、第
八
章「
宋
代
に
お
け
る
三
国
論
の
展
開
と「
正

統
」」
を
参
照
。

（
5
） 其
の
後
、建
安 

失
御
し
、三
国 

分
峙
し
、魏
文 
山
陽
の
禅
を
受
け
、

天
地
の
中
に
都
す
。
之
を
「
正
統
」
と
謂
ふ
は
、
其
の
宜
し
き
を

得
た
り
。
劉
先
主
は
梁
益
に
僻
処
し
、
孫
大
帝
は
江
左
に
遠
拠
し
、

自
ら
尊
名
を
窃
む
も
、神
器 

有
る
靡
く
、誠
に
共
工
の
匹
に
非
ず
。

然
し
て
亦
た
「
正
統
」
に
異
な
れ
ば
、
故
に
同
に
閏
為
り
。
劉
氏 

孝
景
の
後
為
り
て
、
季
漢
の
称
有
り
と
雖
も
、
蓋
し
赤
伏
の
数 

已

に
尽
き
、
黄
星
の
兆 

又 

彰
ら
か
な
る
を
以
て
、
拠
る
に
足
ら
ず
。

（
6
） 習
鑿
歯
の
三
国
論
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
第
三
章
「
再
仕
官
へ

の
希
望
と
曹
操
評
価
─
『
漢
晋
春
秋
』
の
「
蜀
漢
正
統
論
」
に
つ

い
て
─
」
を
参
照
。

（
（
） 此
れ
猶
ほ
宋
太
祖
の
簒
立
は
魏
に
近
く
、
而
し
て
北
漢
・
南
唐
は

蹟 

蜀
に
近
く
、
故
に
北
宋
の
諸
儒
は
皆 

避
く
る
所
有
り
て
、
魏

を
偽
と
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。

（
（
） 趙
匡
胤
の
即
位
に
関
す
る
「
陳
橋
の
変
」
は
、
趙
匡
胤
が
半
ば
強

制
的
に
即
位
さ
せ
ら
れ
た
美
談
と
し
て
有
名
だ
が
、
こ
の
一
連
の

即
位
劇
が
入
念
に
準
備
さ
れ
た
簒
奪
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
趙
匡
胤
の
即
位
は
、
禅
譲
の
形
式
は
取
っ
て

い
る
が
実
際
は
単
な
る
簒
奪
で
あ
り
、
こ
の
点
も
漢
魏
革
命
と
の

類
似
点
で
あ
る
。

（
（
） 澶
淵
の
盟
が
宋
の
士
大
夫
に
与
え
た
衝
撃
は
、
近
藤
一
成
「
宋
代

士
大
夫
政
治
の
特
色
」（『
岩
波
講
座　

世
界
歴
史　

９　

中
華
の

分
裂
と
再
生
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、

溝
口
雄
三
・
池
田
知
久
・
小
島
毅
『
中
国
思
想
史
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、
唐
全
土
の
「
再
統
一
」
を
果
た
せ

な
か
っ
た
宋
が
、
遼
に
対
抗
し
て
自
ら
を
唐
の
後
継
と
主
張
す
る

た
め
に
用
い
た
理
論
が
正
統
論
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
澶
淵
の

盟
の
衝
撃
は
、
こ
う
い
っ
た
遼
に
対
し
優
位
性
を
示
そ
う
と
す
る

宋
の
意
識
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
（0
） 例
え
ば
、
西
順
蔵
「
北
宋
そ
の
他
の
正
統
論
」（『
一
橋
論
叢
』

三
〇
─
五
、一
九
五
三
年
。『
西
順
蔵
著
作
集
』
内
山
書
店
、

一
九
九
五
年
、
第
一
巻
に
採
録
）
も
、「
正
統
と
い
う
題
目
は
北
宋

の
欧
陽
脩
が
は
じ
め
て
立
て
た
」
と
指
摘
す
る
。
無
論
、
欧
陽
脩
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以
前
に
「
正
統
」
と
い
う
表
現
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
饒
宗
頤
『
中
国
史
学
上
之
正
統
論
』（
香
港
竜
門
書
局
、

一
九
七
七
年
）
は
、
王
褒
「
聖
主
得
賢
臣
頌
」
に
見
え
る
「
正
統
」

を
引
い
て
、
こ
れ
は
『
春
秋
』
の
「
王
正
月
」
と
同
義
で
あ
る
と

す
る
。
ま
た
、
汪
文
学
「
再
論
中
国
古
代
政
治
正
統
論
」（『
貴
州

文
史
叢
刊
』
第
六
期
）
は
、
班
固
の
書
の
中
に
た
び
た
び
「
正
統
」

が
登
場
す
る
こ
と
に
論
究
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
帝
位

の
正
し
い
継
承
、
血
統
の
正
し
さ
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
と
指

摘
す
る
。
ま
た
本
論
で
述
べ
た
通
り
、『
冊
府
元
亀
』
に
は
欧
陽

脩
の
正
統
論
と
極
め
て
似
た
概
念
で
「
正
統
」
の
語
を
使
用
し
た

例
が
あ
る
。

（
（（
） 南
宋
の
人
。
欧
陽
脩
の
著
作
を
集
め
『
欧
陽
文
忠
公
集
』（『
欧
陽

文
忠
公
文
集
』と
も
）を
編
纂
す
る
。
入
念
な
校
訂
を
経
た
も
の
で
、

東
英
寿「
欧
陽
脩
の『
居
士
集
』編
纂
の
意
図
」（『
中
国
文
学
論
集
』

一
七
、一
九
八
八
年
）
は
こ
れ
を
「
後
の
欧
陽
脩
文
集
の
版
本
の
決

定
版
」
と
指
摘
す
る
。
本
論
で
用
い
る
欧
陽
脩
の
著
作
は
、
四
部

叢
刊
版
『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
を
底
本
と
し
た
。
な
お
、
李
逸
安

点
校
『
欧
陽
脩
全
集
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
底
本

に
こ
の
周
必
大
に
よ
る
版
本
で
は
な
く
、
欧
陽
衡
に
よ
る
版
本
を

使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
東
英
寿
「
欧
陽
衡
『
欧
陽

文
忠
公
全
集
』
に
つ
い
て
─
中
華
書
局
『
欧
陽
脩
全
集
』
の
底
本

選
択
の
問
題
点
─
」（『
橄
欖
』
一
〇
、二
〇
〇
一
年
一
二
月
。
前
掲

『
欧
陽
脩
古
文
研
究
』
に
収
録
後
、
再
改
訂
の
上
、
同
『
欧
陽
脩

新
発
見
書
簡
九
十
六
篇
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
三
年
に
収
録
）
に

て
そ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 惟
だ
『
居
士
集
』
の
み
は
公
の
決
択
を
経
、篇
目 

素
よ
り
定
ま
る
。

而
れ
ど
も
衆
本
を
参
校
す
る
に
、
其
の
辞
を
増
損
す
る
こ
と
百
字

に
至
る
者
有
り
、
後
章
を
移
易
し
て
前
章
と
為
す
者
有
り
。
皆 

已
に
其
の
下
に
附
注
す
。「
正
統
論
」「
吉
州
学
記
」「
瀧
岡
阡
表
」

の
如
き
は
、
又 

迥
然
と
し
て
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
外
集
に
収

寘
す
。

（
（（
） 東
英
寿
「
欧
陽
脩
の
『
居
士
集
』
編
纂
の
意
図
」（
前
掲
）。

（
（4
） 東
英
寿
「
欧
陽
脩
古
文
考
─
「
陰
柔
」
の
美
の
形
成
過
程
─
」（『
九

州
中
国
学
会
報
』
二
七
、一
九
八
九
年
）
お
よ
び
同
「「
吉
州
学
記
」

よ
り
見
た
欧
陽
脩
の
文
章
修
改
に
つ
い
て
」（『
鹿
大
史
学
』

四
九
、二
〇
〇
二
年
）。
い
ず
れ
も
改
題
の
上
、
前
掲
『
欧
陽
脩
古

文
研
究
』
に
収
録
。

（
（5
） 「
慶
暦
四
年
、京
師
刊
『
宋
文
粹
』
十
五
巻
、皆
一
時
名
公
之
古
文
、

「
正
統
論
」
七
篇
在
焉
。
蓋
公
初
本
也
、『
外
集
』
此
巻
。
則
公
所

自
改
者
、
至
『
居
士
集
』
十
七
巻
、
方
為
定
本
。
今
並
存
之
、
使

学
者
有
考
焉
。（
慶
暦
四
年
、
京
師
に
て
『
宋
文
粹
』
十
五
巻
を

刊
す
、
皆　

一
時
の
名
公
の
古
文
に
し
て
、「
正
統
論
」
七
篇
は

焉
に
在
り
。
蓋
し
公
の
初
本
は
、『
外
集
』
の
此
の
巻
な
り
。
則

ち
公
の
自
ら
改
む
る
所
の
者
は
、『
居
士
集
』
十
七
巻
に
至
り
て
、
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方
に
定
本
と
為
る
。
今　

並
び
に
之
を
存
し
、
学
者
を
し
て
考
有

ら
し
む
）」（『
外
集
』
巻
九
）
と
あ
る
。

（
（6
） 東
英
寿「
欧
陽
脩
の『
居
士
集
』編
纂
の
意
図
」（
前
掲
）。
同
論
は
、

慶
暦
四
年
、
改
訂
前
の
正
統
論
七
首
を
含
む
『
宋
文
粹
』
が
刊
行

さ
れ
た
こ
と
を
以
て
、
同
年
を
分
水
嶺
と
し
て
い
る
。

（
（（
） 「
正
」
は
、
天
下
の
不
正
を
正
す
所
以
な
り
。「
統
」
は
、
天
下
の

不
一
を
合
す
る
所
以
な
り
。
不
正
と
不
一
に
由よ

り
、然
る
後
に
「
正

統
」
の
論
作お

こ

る
。

（
（（
） 寺
地
遵
「
欧
陽
修
に
お
け
る
天
人
相
関
説
へ
の
懐
疑
」（『
広
島
大

学
文
学
部
紀
要
（
日
本
・
東
洋
）』
二
八
―
一
、一
九
六
八
年
）
は

こ
れ
を
専
門
に
論
じ
て
い
る
。
金
鑫
・
曹
家
斉
「
説
欧
陽
修
的
正

統
論
思
想
」（『
史
学
史
研
究
』
二
〇
〇
五
年
二
期
）
は
、
欧
陽
脩

の
正
統
論
は
五
徳
終
始
説
へ
の
批
判
を
基
礎
と
し
て
お
り
、『
春

秋
公
羊
伝
』
を
理
論
的
根
拠
と
し
、
宋
学
の
特
徴
を
帯
び
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
一
方
で
小
林
義
廣
「
欧
陽
脩
に
お
け
る
歴
史
叙

述
と
慶
暦
の
改
革
」（『
史
林
』
六
六
─
四
、一
九
八
三
年
。
改
題

の
上
、
前
掲
『
欧
陽
脩　

そ
の
生
涯
と
宗
族
』
に
収
録
）
は
、
欧

陽
脩
の
天
人
相
関
説
の
否
定
は
全
面
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す

る
。

（
（（
） 西
順
蔵
前
掲
論
文
で
は
、
本
稿
の
区
分
す
る
④
と
⑤
は
統
一
し
て

扱
っ
て
お
り
、
差
異
を
設
け
て
い
な
い
。
確
か
に
、
欧
陽
脩
の
文

章
か
ら
は
④
と
⑤
に
境
界
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
微
妙
で
あ

り
、
ま
た
④
⑤
い
ず
れ
も
「
正
統
」
と
認
め
て
い
な
い
点
は
同
様

で
あ
る
。
だ
が
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
改
訂
後
の
論
に
お
い
て

欧
陽
脩
は
、「
両
立
し
、
い
ず
れ
も
「
正
」
で
義
が
等
し
い
」
例

と
し
て
東
晋
と
北
魏
を
挙
げ
て
い
る
の
に
対
し
、「
正
」「
統
」
い

ず
れ
で
も
な
い
王
朝
と
し
て
曹
魏
と
五
代
梁
を
挙
げ
、
両
者
の
間

に
厳
然
た
る
差
異
を
設
け
て
い
る
。
欧
陽
脩
の
三
国
観
を
主
題
と

す
る
本
論
で
は
、
こ
れ
を
重
視
し
、
④
と
⑤
に
分
け
て
考
察
を
進

め
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
西
も
重
沢
俊
郎
同
様
、
欧
陽
脩
の
正

統
論
に
改
訂
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
（0
） 四
部
叢
刊
所
収
『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
所
収
『
外
集
』
巻
九
の
校

勘
で
は
、こ
の
箇
所
に
つ
い
て「
此
下
注
文
一
有
「
魏
及
五
代
是
也
」

六
字
」
と
あ
り
、
斯
か
る
割
注
を
記
し
た
版
本
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
李
逸
安
点
校
『
欧
陽
修
全
集
』（
前
掲
）
第
二

冊
収
録
の
同
文
が
同
箇
所
に
「
魏
及
五
代
是
也
」
と
い
う
注
を
入

れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
斯
か

る
割
注
が
こ
の
箇
所
に
あ
っ
た
場
合
、
同
文
の
前
の
部
分
に
あ
る

「
斯
謂
之
「
正
統
」、
可
矣
。［
東
周
・
魏
・
五
代
。］」
と
い
う
一
節

や
、「
魏
論
」
で
展
開
さ
れ
る
曹
魏
を
「
正
」
と
す
る
議
論
と
矛

盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
と
あ
る
版
本
で

は
、
欧
陽
脩
の
正
統
論
に
改
訂
が
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
せ
ぬ
ま
ま
、

改
訂
後
の
「
正
統
論
下
」
の
本
文
に
あ
る
「
魏
及
五
代
是
也
」
の

六
文
字
を
、
改
訂
前
の
「
明
正
統
論
」
に
割
注
と
し
て
混
入
し
た
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と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
く
。

（
（（
） …
…
夫
れ
天
下
の
正
に
居
り
、
天
下
を
一
に
合
す
、
斯
れ
「
正
統
」

な
り
。［
尭
・
舜
・
三
代
・
秦
・
漢
・
晋
・
唐
。］
天
下 

不
一
な
り

と
雖
も
、
而
れ
ど
も
其
の
正
に
居
り
得
、
猶
ほ
天
下 

当
に
吾
に
正

に
し
て
一
な
る
べ
し
と
曰
ふ
、
斯
れ
之
を
「
正
統
」
と
謂
ふ
は
、

可
な
り
。［
東
周
・
魏
・
五
代
。］
始
め
其
の
正
を
得
ず
と
雖
も
、

卒
に
能
く
天
下
を
一
に
合
し
、
夫
れ
天
下
を
一
に
し
て
其
の
上
に

居
ら
ば
、
則
ち
是
れ
天
下
の
君
な
り
。
斯
れ
之
を
「
正
統
」
と
謂

ふ
は
、
可
な
り
。［
隋
の
如
き
は
、
是
れ
な
り
。］
天
下 

大
い
に
乱

れ
、
其
の
上
に
君
無
く
、
僭
窃 
並
び
興
ら
ば
、「
正
統
」
は
属
す

る
無
し
、
是
の
時
に
当
た
ら
ば
、
奮
然
と
し
て
起
ち
、
並
び
に
天

下
を
争
ふ
。［
東
晋
・
後
魏
。］
功
有
る
者
は
強
、
徳
有
る
者
は
王

た
り
て
、威
沢
は
皆 

生
民
を
被お
ほ

ひ
、号
令
は
皆 
当
世
に
加
へ
ら
れ
、

幸
に
し
て
大
を
以
て
小
を
并
せ
、
強
を
以
て
弱
を
兼
ね
、
遂
に
天

下
を
一
に
合
せ
ば
、則
ち
大
に
し
て
且
つ
強
な
る
者
、之
を
「
正
統
」

と
謂
ふ
は
、
猶
ほ
説
有
り
。
不
幸
に
し
て
両
立
し
、
相 

兼
ぬ
る
能

は
ず
、
其
の
迹
を
考
ふ
れ
ば
則
ち
皆 

正
に
し
て
、
其
の
義
を
較
ぶ

れ
ば
則
ち
均
し
け
れ
ば
、則
ち「
正
統
」は
将は

た
安
く
に
か
与
へ
ん
。

其
れ
或
い
は
終
始 

其
の
正
な
る
を
得
ず
、
又 

天
下
を
一
に
合
す

る
能
は
ざ
れ
ば
、則
ち
之
を
「
正
統
」
と
謂
ふ
可
き
や
、不
可
な
り
。

然
ら
ば
則
ち
不
幸
に
し
て
其
の
時
に
丁あ

た

る
こ
と
有
ら
ば
、則
ち
「
正

統
」
は
時
と
し
て
絶
ゆ
る
こ
と
有
る
な
り
。

（
（（
） …
…
夫
れ
天
下
の
正
に
居
り
、
天
下
を
一
に
合
す
、
斯
れ
「
正
統
」

な
り
。
尭
・
舜
・
夏
・
商
・
周
・
秦
・
漢
・
唐
、
是
れ
な
り
。
始

め
は
其
の
正
を
得
ず
と
雖
も
、
卒
に
能
く
天
下
を
一
に
合
し
、
夫

れ
天
下
を
一
に
し
て
上
に
居
ら
ば
、
則
ち
是
れ
天
下
の
君
な
り
。

斯
れ
之
を
「
正
統
」
と
謂
ふ
は
、
可
な
り
。
晋
・
隋
、
是
れ
な
り
。

天
下 

大
い
に
乱
れ
、其
の
上
に
君
無
く
、僭
窃 

並
び
興
ら
ば
、「
正

統
」
は
属
す
る
無
く
、
是
の
時
に
当
た
り
て
、
奮
然
と
し
て
起
ち
、

並
び
に
天
下
を
争
ひ
、
功
有
る
者
は
彊
く
、
徳
有
る
者
は
王
た
り

て
、
威
沢
は
皆 

生
民
を
被
ひ
、
号
令
は
皆 

当
世
に
加
へ
ら
れ
、

幸
に
し
て
大
を
以
て
小
を
并
せ
、
彊
を
以
て
弱
を
兼
ね
、
遂
に
天

下
を
一
に
合
す
れ
ば
、則
ち
大
に
し
て
且
つ
彊
な
る
者
、之
を
「
正

統
」
と
謂
ふ
は
、
猶
ほ
説
有
り
。
不
幸
に
し
て
両
つ
な
が
ら
立
ち
、

相 

并
す
こ
と
能
は
ず
、
其
の
迹
を
考
ふ
れ
ば
則
ち
皆 

正
に
し
て
、

其
の
義
を
較
ぶ
れ
ば
則
ち
均
し
け
れ
ば
、
則
ち
「
正
統
」
は
将
た

安
く
に
か
予
へ
奪
は
ん
か
。
東
晋
・
後
魏
、
是
れ
な
り
。
其
れ
或

い
は
終
始 

其
の
正
を
得
ず
、
又 

天
下
を
一
に
合
す
る
こ
と
能
は

ざ
れ
ば
、則
ち
之
を
「
正
統
」
と
謂
ふ
可
け
ん
や
。
魏 

及
び
五
代
、

是
れ
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
不
幸
に
し
て
其
の
時
に
丁
る
こ
と
有
ら

ば
、
則
ち
「
正
統
」
は
時
と
し
て
絶
ゆ
る
こ
と
有
る
な
り
。

（
（（
） 東
英
寿
「
欧
陽
脩
の
『
居
士
集
』
編
纂
の
意
図
」（
前
掲
）。

（
（4
） そ
の
他
、
欧
陽
脩
の
正
統
論
に
関
す
る
先
行
研
究
の
代
表
と
し
て
、

陳
芳
明
「
宋
代
正
統
論
的
形
成
背
景
及
其
内
容　

─
従
史
学
史
的
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観
点
試
探
宋
代
史
学
之
一
」（『
食
貨
月
刊
』一
─
八
、食
貨
月
刊
社
、

一
九
七
一
年
）
は
、
当
時
の
史
学
に
お
け
る
正
統
論
軽
視
へ
の
警

鐘
と
啓
発
を
呼
び
か
け
た
論
文
で
あ
る
。
同
論
の
発
表
年
が
、
中

華
民
国
が
国
連
か
ら
脱
退
し
た
年
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
日

本
で
は
本
論
で
言
及
し
た
西
順
蔵
・
小
林
義
廣
・
東
英
寿
・
林
文

孝
ら
の
研
究
の
ほ
か
、
東
英
寿
「
欧
陽
脩
の
夷
陵
貶
謫
と
古
文
復

興
運
動
」（『
中
国
文
学
論
集
』
一
六
、一
九
八
七
年
。
改
訂
・
改
題

の
上
、
前
掲
『
欧
陽
脩
古
文
研
究
』
収
録
）
な
ど
が
あ
る
。
劉
連

開「
再
論
欧
陽
集
的
正
統
論
」（『
史
学
史
研
究
』二
〇
〇
一
年
四
期
）

は
、「
欧
陽
脩
の
「
正
統
」
に
対
す
る
解
釈
は
文
章
ご
と
に
一
致

し
て
い
な
い
。
彼
の
「
正
統
」
に
関
す
る
論
述
は
実
際
の
と
こ
ろ

徳
義
と
史
学
の
二
重
基
準
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
史
家
の
正
統
理

論
と
修
史
実
践
の
乖
離
を
暴
露
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
封
建
史

学
の
二
重
性
」を
体
現
し
た
も
の
で
も
あ
る
」と
い
う
。
袁
君
煊「
欧

陽
修
正
統
悖
論
及
其
嬗
変
」（『
内
江
師
範
学
院
学
報
』
二
〇
一
四

年
七
期
）
は
、
欧
陽
脩
の
正
統
観
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
た
上
で
、
彼
の
正
統
観
の
変
化
は
彼
自
身
が
参
与
し
た
儒
学
復

興
運
動
と
呼
応
し
て
い
る
と
説
く
。

（
（5
） 魏
は
呉
・
蜀
と
三
国
を
為
し
た
れ
ば
、
陳
寿　

魏
を
以
て
二
方
を

統
べ
し
め
ず
、
而
し
て
並
び
に
『
三
志
』
を
為
る
。
今　

乃
ち
二

国
を
黜
け
、
魏
を
進
め
て
之
を
統
べ
し
め
、「
魏
論
」
を
作
る
。

（
（6
） …
…
不
幸
に
し
て
東
漢
に
は
賢
き
子
孫
無
く
、
而
し
て
魏　

不
討

の
讐
と
為
る
。
今　

方
に
新
を
黜
け
て
魏
を
進
む
る
や
、
疑
者
以

謂
へ
ら
く
「
姦
に
与
し
て
悪
を
進
む
」
と
。
此
れ
以
て
論
ぜ
ざ
る

可
か
ら
ざ
る
な
り
。
…
…
秦
よ
り
以
来
、
興
る
者
は
力
を
以
て
す
。

故
に
直た

だ
其
の
迹
の
逆
順
、
功
の
成
敗
を
較
ぶ
る
の
み
。
彼
の
漢

の
徳
は
、
安
・
和
よ
り
始
め
て
衰
へ
、
桓
・
霊
に
至
り
て
大
い
に

壊
る
。
其
の
衰
乱
の
迹
、
之
を
積
む
こ
と
数
世
、
三
代
の
亡
と
異

な
る
こ
と
無
き
な
り
。
故
に
豪
傑
並
び
起
ち
て
争
ひ
、
而
し
て
強

者　

之
を
得
。
此
れ
直
だ
其
の
迹
を
較
ぶ
る
の
み
。
故
に
魏
の
漢

を
取
る
は
、
漢
の
秦
を
取
り
、
而
し
て
秦
の
周
を
取
る
に
異
な
る

無
き
な
り
。
夫
れ
「
正
統
」
を
得
る
者
は
、
漢
な
り
。
漢
を
得
る

者
は
、
魏
な
り
。
魏
を
得
る
者
は
、
晋
な
り
。
晋　

嘗
て
天
下
を

統
ぶ
。
其
の
本
末
を
推
し
て
之
を
言
は
ば
、
則
ち
魏　

進
み
て
之

を
正
と
す
る
こ
と
、
疑
は
ざ
る
な
り
。

（
（（
） 予　
「
正
統
」
を
論
じ
、
魏
・
梁
の
偽
為
ら
ざ
る
を
弁
ず
。
議
者　

或
い
は
予
を
大
い
に
『
春
秋
』
の
旨
を
失
せ
り
と
非そ

し

り
、
以
謂
へ

ら
く
「
魏
・
梁
は
皆　

簒
弑
の
悪
を
負
ふ
。
当
に
誅
絶
を
加
ふ
る

べ
し
。
而
る
に
反
っ
て
之
を
進
む
る
は
、
是
れ
簒
を
奨
む
る
な
り
、

『
春
秋
』
の
志
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。
予　

之
に
応
へ
て
曰
く
、「
是

れ『
春
秋
』の
志
の
み
。
魯
の
桓
公
の
隠
公
を
弑
し
て
自
ら
立
つ
者
、

宣
公
の
子
赤
を
弑
し
て
自
ら
立
つ
者
、
鄭
の
厲
公
の
世
子
た
る
忽

を
逐
ひ
て
自
ら
立
つ
者
、
衛
の
公
孫
剽
の
其
の
君
た
る
衎
を
逐
ひ

て
自
ら
立
つ
者
は
、
聖
人　
『
春
秋
』
に
於
て
皆　

其
の
君
為
る
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を
絶
た
ず
。
此
れ
予
の
魏
・
梁
を
黜
け
ざ
る
所
以
の
者
に
し
て
、『
春

秋
』
の
法
を
用
ふ
る
な
り
。
魏
・
梁
の
悪
、
三
尺
の
童
子
も
皆　

悪
む
可
き
を
知
る
。
…
…
夫
れ
其
の
罪
を
後
世
に
著
さ
ん
と
欲
せ

ば
、
其
の
実
を
没
せ
ざ
る
に
在
り
。
其
の
実　

嘗
て
君
為
れ
ば
、

其
の
君
為
る
を
書
す
。
其
の
実　

簒
な
れ
ば
、
其
の
簒
を
書
す
。

各
々
其
の
実
を
伝
へ
、
而
し
て
後
世
を
し
て
之
を
信
ぜ
し
む
れ
ば
、

則
ち
四
君
の
罪
、
得
て
掩お

ほ

ふ
可
か
ら
ざ
る
の
み
。
使も
し

君
為
る
者　

其
の
悪
を
掩
ふ
を
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
人
の
悪
を
為
す
者
、
其
れ
息や

む
に
庶ち
か

か
ら
ん
。
是
れ
意
を
用
ふ
る
こ
と
深
く
し
て
勧
戒
は
切
、

言
を
為
す
こ
と
信
に
し
て
善
悪
明
ら
か
な
る
を
謂
ふ
な
り
。
…
…

『
春
秋
』
の
大
悪
の
君
に
於
て
之
を
誅
絶
せ
ざ
る
者
は
、
其
の
褒

善
貶
悪
の
旨
を
害
せ
ざ
る
な
り
。
惟
だ
其
の
実
を
没
せ
ず
、
以
て

其
の
罪
を
著
し
、
而
し
て
後
世
に
信
な
ら
し
め
、
其
の
君
為
る
を

与ゆ
る

し
て
其
の
悪
を
掩
ふ
を
得
ざ
ら
し
め
、
以
て
人
の
悪
を
為
す
を

息
ま
し
む
。
能
く
『
春
秋
』
の
此
の
旨
を
知
り
て
、
然
る
後
に
予

の
魏
・
梁
を
黜
け
ざ
る
こ
と
の
是
な
る
を
知
る
な
り
」
と
。

（
（（
） な
お
、
方
志
遠
「
歴
史
上
的
奸
臣
与
“
奸
臣
伝
”」（『
新
華
文
摘
』

一
九
九
九
─
四
）
は
、『
新
唐
書
』
に
よ
っ
て
二
十
四
史
で
初
め
て

「
奸
臣
伝
」
と
い
う
枠
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
欧
陽
脩

が
「
朋
党
論
」
で
展
開
し
た
理
論
と
併
せ
考
え
て
、「
忠
臣
」
と
「
奸

臣
」
の
別
は
欧
陽
脩
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
定
着
し
て
い
っ
た
こ

と
を
指
摘
す
る
。
欧
陽
脩
が
担
当
し
た
の
は
『
新
唐
書
』
の
本
紀
・

志
・
表
で
あ
り
、
列
伝
は
主
に
宋
祁
が
担
当
し
た
と
さ
れ
る
が
、

列
伝
の
記
述
に
も
欧
陽
脩
の
思
想
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
と

分
析
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
（（
） 劉
知
幾
は
、
勧
善
懲
悪
を
史
の
役
割
と
し
て
重
視
し
て
い
た
。
前

掲
拙
著
参
照
。
銭
大
昕
は
、
欧
陽
脩
の
『
新
唐
書
』
が
劉
知
幾
の

意
見
を
繰
り
返
し
採
用
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
銭
大
昕
『
十
駕

斎
養
新
録
』
巻
十
三
・「
史
通
」）。

（
（0
） 附
言
す
る
な
ら
ば
、
魏
と
い
え
ば
梁
、
梁
と
い
え
ば
魏
を
連
想
す

る
の
は
、
古
く
戦
国
時
代
に
端
を
発
す
る
。
三
晋
の
一
つ
魏
は
、

秦
の
脅
威
を
避
け
大
梁
に
遷
都
し
て
よ
り
、
梁
と
も
呼
称
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
後
梁
を
創
始
し
た
朱
全
忠
も
、
唐
朝
か
ら

魏
王
に
封
ぜ
ら
れ
そ
う
に
な
り
、
本
人
が
怒
っ
て
受
け
な
か
っ
た

と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
欧
陽
脩
の
著
し

た
『
新
五
代
史
』
巻
一
・
梁
本
紀
第
一
・
太
祖
本
紀
上
に
「（
天
祐

二
年
）
十
一
月
辛
巳
、
天
子
封
王
（
＝
朱
全
忠
）
為
魏
王
・
相
国
、

…
…
備
九
錫
。
王
怒
、
不
受
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
も
、
欧

陽
脩
が
魏
と
梁
を
一
括
し
て
扱
う
発
想
に
影
響
を
与
え
た
か
も
し

れ
な
い
。

（
（（
） 劉
備
は
、
漢
の
後
裔
な
る
も
、
天
下
を
一
に
す
る
こ
と
能
は
ず
し

て
自
ら
蜀
と
別
称
す
る
を
以
て
、「
正
統
」
を
得
ざ
る
は
、可
な
り
。

（
（（
） な
お
、『
四
庫
全
書
』
収
録
の
同
文
で
は
「
劉
備
」
が
「
昭
烈
」（
劉

備
の
謚
号
）
と
改
め
ら
れ
て
い
る
（『
四
庫
全
書
』
集
部
・
別
集
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類
収
録
『
文
忠
集
』
巻
五
十
九
「
原
正
統
論
」）。『
四
庫
全
書
』

収
録
の
欧
陽
脩
作
品
に
は
同
様
の
改
変
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
清

朝
が
蜀
漢
を
「
正
統
」
と
見
做
し
た
い
意
図
が
見
て
取
れ
る
。

（
（（
） 若も

し
乃
ち
国 

已
に
滅
び
、宗
室
の
子
を
以
て
自
ら
一
方
に
立
つ
も
、

卒
に
天
下
を
一
に
復
す
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
晋
の
琅
邪
は
、

夫
の
後
漢
の
劉
備
・
五
代
漢
の
劉
崇
と
何
ぞ
異
な
ら
ん
。
備
と
崇

と
は
未
だ
嘗
て
「
正
統
」
為
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
東
晋
は
焉
を
知
る

可
き
の
み
。

（
（4
） 『
旧
唐
書
』
で
は
、正
史
類
の
項
に
「『
魏
国
志
』
三
十
巻
・
陳
寿
撰
・

裴
松
之
注
」
と
あ
る
（『
旧
唐
書
』
巻
四
十
六
・
経
籍
志
上
・
乙

部
史
録
）。『
三
国
志
』
の
う
ち
、
曹
魏
を
扱
っ
た
書
の
み
正
史
と

扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曹
魏
を
「
正
統
」
王
朝
に
列
す
る
初
期

宋
朝
の
方
針
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
旧
唐
書
』

は
一
方
で
、「『
蜀
国
志
』
十
五
巻
・
陳
寿
撰
、『
呉
国
志
』
二
十
一

巻
・
陳
寿
撰
・
裴
松
之
注
、『
呉
書
』
五
十
五
巻
・
韋
昭
撰
…
…

右
七
十
五
部
、
編
年
五
十
五
家
、
雑
偽
国
史
二
十
家
」
と
な
っ
て

い
る
。
同
部
分
で
は
「
編
年
」
と
「
雑
偽
国
史
」（
乙
部
史
類
の

冒
頭
の
目
録
部
分
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
編
年
類
二
」「
偽
史
類
三
」

と
し
て
お
り
、
呼
称
が
一
定
し
て
い
な
い
）
の
書
名
を
連
続
し
て

並
べ
て
お
り
、『
蜀
国
志
』
は
同
枠
内
で
五
十
六
番
目
に
列
せ
ら

れ
る
書
な
の
で
、「
雑
偽
国
史
」
の
筆
頭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

附
言
し
て
お
く
と
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
右
七
十
五
部
、

編
年
五
十
五
家
、
雑
偽
国
史
二
十
家
」
に
は
誤
り
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
目
は
、
実
際
に
は
同
箇
所
に
挙
げ
ら
れ

た
書
籍
の
数
は
七
十
五
で
は
な
く
七
十
三
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て

理
由
の
二
つ
め
で
あ
る
が
、
こ
の
七
十
三
の
書
籍
名
は
基
本
的
に

扱
う
時
代
順
に
並
ん
で
い
る
が
、『
蜀
国
志
』
の
前
に
見
え
る
書

籍
名
は『
北
斉
記
』『
北
斉
志
』『
鄴
洛
鼎
峙
記
』『
隋
大
業
略
記
』『
隋

後
略
』
と
、
北
朝
や
隋
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

『
隋
後
略
』
ま
で
が
「
編
年
」、『
蜀
国
志
』
か
ら
が
「
雑
偽
国
史
」

と
い
う
区
分
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
（
そ
も
そ
も

『
三
国
志
』
蜀
書
・
呉
書
を
編
年
類
に
区
分
す
る
と
い
う
こ
と
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
が
）、
こ
の
考
察
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
雑

偽
国
史
の
数
は
二
十
で
は
な
く
十
八
で
あ
る
。『
四
庫
全
書
』
所

収
『
旧
唐
書
』
同
箇
所
の
考
証
に
も
「「『
蜀
国
志
』
十
五
巻
、『
呉

国
志
』
二
十
一
巻
、
陳
寿
撰
。『
呉
書
』
五
十
五
巻
、
韋
昭
撰
。」

新
書
倶
入
正
史
類
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
続
け
て
「「
右
七
十
五
部
、

凡
一
千
四
百
一
十
巻
。」
今
按
上
止
七
十
三
部
、
一
千
三
百
四
十
三

巻
』」
と
、
巻
数
の
誤
り
と
、『
三
国
志
』
蜀
書
・
呉
書
の
扱
い
が

新
旧『
唐
書
』で
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
旧

唐
書
』
が
『
三
国
志
』
蜀
書
・
呉
書
を
「
雑
偽
国
史
」
と
区
分
し

て
い
る
と
い
う
理
解
で
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
饒
宗
頤

『
中
国
史
学
上
之
正
統
論
』（
龍
門
書
店
印
行
、
一
九
七
七
年
）
は
、

『
隋
書
』
経
籍
志
か
ら
正
史
・
覇
史
の
別
が
生
ま
れ
、『
旧
唐
書
』
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よ
り
覇
史
は
偽
史
と
名
を
変
え
た
と
指
摘
す
る
。

（
（5
） 『
新
唐
書
』
巻
五
十
八
・
芸
文
志
二
・
乙
部
史
録
・
正
史
類
に
「
陳

寿
『
魏
国
志
』
三
十
巻
、『
蜀
国
志
』
十
五
巻
、『
呉
国
志
』

二
十
一
巻
・
並
裴
松
之
注
」
と
あ
る
。『
旧
唐
書
』
と
異
な
り
、
魏
・

呉
・
蜀
を
対
等
に
扱
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
（6
） 一
方
で
欧
陽
脩
は
、蜀
の
地
の
み
に
特
化
し
た『
華
陽
国
志
』を「
偽

史
」
と
認
識
す
る
（『
新
唐
書
』
巻
五
十
八
・
芸
文
志
第
二
・
乙

部
史
録
・
偽
史
類
に
「
常
璩
『
華
陽
国
志
』
十
三
巻
」
と
あ
る
）。

こ
れ
は
、「
統
」
を
重
視
す
る
欧
陽
脩
の
史
観
の
表
れ
な
の
か
、『
三

国
志
』
蜀
書
へ
の
態
度
と
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
な

の
か
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
） 『
新
唐
書
』
巻
五
十
八
・
芸
文
志
二
・
乙
部
史
録
・
正
史
類
に
「
諸

葛
亮
『
論
前
漢
事
』一
巻
」
と
あ
る
。
同
書
は
『
隋
書
』
経
籍
志
二・

史
・
正
史
の
項
に
も
見
え
て
お
り
、『
新
唐
書
』
の
み
の
特
徴
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、『
旧
唐
書
』
が
記
載
し
な
か
っ
た
書
名

が
『
新
唐
書
』
に
見
え
る
と
い
う
点
は
留
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
（（
） 或
ひ
と
予
を
詰
る
こ
と
有
り
て
曰
く
、「
然
ら
ば
則
ち
人
を
用
ふ

る
者
は
、専
に
し
て
信
ず
可
か
ら
ざ
る
か
」と
。
之
に
応
へ
て
曰
く
、

「
斉
桓
公
の
管
仲
を
用
ひ
、
蜀
先
主
の
諸
葛
亮
を
用
ふ
る
は
、
専

に
し
て
信
ず
と
謂
ふ
可
し
。
斉
・
蜀
の
臣
民
を
挙
げ
て
之
を
非そ

し

る

を
聞
か
ざ
る
な
り
。
蓋
し
其
の
令 

出
づ
る
や
国
の
臣
民
を
挙
げ
て

従
ひ
、
事 

行
は
る
る
や
国
の
臣
民
を
挙
げ
て
便な
ら

ふ
。
故
に
桓
公
・

先
主 

以
て
専
ら
任
じ
て
貳う
た
がは

ざ
る
を
得
る
な
り
。
使も
し

令
出
づ
る
も

両
国
の
人 

従
は
ず
、
事 

行
は
る
る
も
両
国
の
人 

便
は
ざ
れ
ば
、

則
ち
彼
の
二
君
は
其
れ
肯あ

へ
て
専
任
し
て
之
を
信
じ
、
以
て
衆
心

を
失
ひ
国
怨
を
斂
め
ん
や
」
と
。

（
（（
） 「
夷
陵
雖
小
県
、
然
諍
訟
甚
多
而
田
契
不
明
、
僻
遠
之
地
、
県
吏

朴
鯁
、
官
書
無
簿
籍
、
吏
曹
不
識
文
字
（
夷
陵
は
小
県
な
り
と
雖

も
、
然
れ
ど
も
諍
訟
は
甚
だ
多
く
而
も
田
契 

明
ら
か
な
ら
ず
。

僻
遠
の
地
な
れ
ば
、
県
吏
は
朴
鯁
に
し
て
、
官
書
に
簿
籍
無
く
、

吏
曹
は
文
字
を
識
ら
ず
）。」（
欧
陽
脩
「
与
尹
師
魯
第
二
書
」　
『
居

士
外
集
』
巻
十
七
）

（
40
） 皇
帝
と
な
っ
た
劉
備
は
孫
呉
に
攻
め
こ
む
が
、
夷
陵
に
お
い
て
陸

遜
率
い
る
呉
軍
に
大
敗
し
て
白
帝
城
に
落
ち
延
び
、
蜀
漢
の
章
武

三
年
（
二
二
三
）、
六
十
三
歳
で
没
す
る
。

（
4（
） 四
部
叢
刊
版
『
欧
陽
文
忠
文
公
外
集
』
目
録
に
よ
る
。

（
4（
） 劉
子
健
『
欧
陽
脩
的
治
学
与
従
政
』（
新
文
豊
出
版
社
、
一
九
六
三

年
）ほ
か
。
東
英
寿「
欧
陽
脩
の
夷
陵
貶
謫
と
古
文
復
興
運
動
」（
前

掲
）
は
、
欧
陽
脩
の
夷
陵
時
期
に
お
け
る
経
書
回
帰
と
、『
五
代

史
記
』
に
お
け
る
『
春
秋
』
回
帰
の
傾
向
を
通
し
て
彼
が
古
文
復

興
に
動
い
て
い
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
。
ま
た
、
小
林
義
廣
「
欧

陽
脩
に
お
け
る
歴
史
叙
述
と
慶
暦
の
改
革
」（
前
掲
）
は
、
欧
陽

脩
が
左
遷
の
憂
き
目
に
遭
っ
て
、
同
じ
く
左
遷
さ
れ
た
漢
代
の
人
・

賈
誼
に
共
感
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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（
4（
） 景
祐
三
年
（
一
〇
三
六
）
の
欧
陽
脩
の
夷
陵
貶
謫
を
経
て
、
景
祐

五
年
（
一
〇
三
八
）
十
月
甲
戌
、
李
元
昊
は
遂
に
皇
帝
に
即
位
、

国
号
を
大
夏
と
称
し
、
元
号
を
改
め
て
天
授
礼
法
延
祚
元
年
と
し
、

宋
は
同
年
十
一
月
庚
戌
に
宝
元
と
改
元
し
た
（『
続
資
治
通
鑑
長

編
』
巻
一
百
二
十
二
）。
宋
が
西
夏
対
策
に
苦
慮
し
た
こ
と
は
、

宮
崎
市
定「
西
夏
の
興
起
と
青
白
塩
問
題
」（『
ア
ジ
ア
史
研
究
』一
、

東
洋
史
研
究
会
、一
九
五
七
年
。
本
論
で
は『
宮
崎
市
定
全
集
』九
、

岩
波
書
店
一
九
九
二
年
収
録
の
も
の
を
参
照
し
た
）
ほ
か
を
参
照
。

（
44
） 注
（
４
）
所
掲
拙
稿
参
照
。

（
45
） 梅
村
尚
樹
「
宋
代
地
方
官
の
着
任
儀
礼　

官
学
と
の
関
わ
り
を
中

心
に
」（『
東
洋
学
報
』
九
三
―
三
、二
〇
一
一
年
）
も
参
照
。

（
46
） 小
林
義
廣
「『
五
代
史
記
』
の
士
人
観
」（『
東
洋
史
研
究
』
三
八

─
二
、一
九
七
九
年
。
前
掲
『
欧
陽
脩　

そ
の
生
涯
と
宗
族
』
に

収
録
）、
お
よ
び
、
同
「
欧
陽
脩
に
お
け
る
歴
史
叙
述
と
慶
暦
の

改
革
」（
前
掲
）。

（
4（
） 小
林
義
廣
「
欧
陽
脩
に
お
け
る
歴
史
叙
述
と
慶
暦
の
改
革
」（
前

掲
）。
小
林
は
、
か
か
る
欧
陽
脩
の
君
主
論
を
、
至
公
の
倫
理
的

天
子
を
戴
く
国
家
像
、
い
わ
ば
「
皇
帝
機
関
説
」
で
あ
る
と
し
、

そ
の
基
盤
は
輿
論
で
あ
る
と
説
く
。
た
だ
し
、
宮
崎
市
定
「
北
宋

史
概
説
」（
初
出
は
『
世
界
文
化
史
大
系
』
一
二
、誠
文
堂
新
光
社
、

一
九
三
五
年
。
本
論
で
は
『
宮
崎
市
定
全
集
』
十
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
二
年
所
収
の
も
の
を
参
照
し
た
）
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
宋
代
に
あ
っ
て
も
貧
農
・
小
作
農
と
い
っ
た
天
下
万

民
は
「
輿
論
を
造
る
機
関
を
有
せ
ざ
る
」
存
在
で
あ
っ
た
。
欧
陽

脩
の
理
想
的
君
主
は
、
現
代
の
我
々
が
想
起
す
る
よ
う
な
意
味
で

の
「
輿
論
」
に
基
づ
く
政
策
を
行
う
天
子
と
い
う
よ
り
、
欧
陽
脩

ら
の
朋
党
に
信
頼
を
置
き
、
政
策
を
一
任
し
て
く
れ
る
皇
帝
と

言
っ
た
方
が
実
態
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

（
4（
） 西
順
蔵
「
北
宋
そ
の
他
の
正
統
論
」（
前
掲
）。

（
4（
） 周
の
亡
よ
り
顕
徳
に
迄
ぶ
ま
で
、
実
に
千
有
一
百
一
十
三
年
の
間
、

或
い
は
理
ま
り
或
い
は
乱
れ
、
或
い
は
取
り
或
い
は
伝
へ
、
或
い

は
分
か
れ
或
い
は
合
し
、
其
の
理　

一
概
す
る
こ
と
能
は
ず
、
是

を
以
て
論
者　

此
に
於
て
難
ず
る
な
り
。

（
50
） 然
ら
ば
尭
舜
三
代
の
天
下
を
一
に
す
る
は
、
論
説
す
る
を
待
た
ず

し
て
明
ら
か
な
り
。
秦
の
昭
襄
よ
り
周
の
顕
徳
に
訖
る
ま
で
、
千

有
余
年
。治
乱
の
迹
、辨
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ず
。而
る
に
前
世
の
論
者
、

定
説
有
る
こ
と
靡
し
。
伏
し
て
惟
ふ
に
、
大
宋
の
興
り
、
天
下
を

統
一
す
る
こ
と
、
堯
尭
舜
三
代
と
異
な
る
こ
と
無
し
。
臣　

故
に

曰
く
、
論
説
を
待
た
ず
し
て
明
ら
か
な
り
と
。

（
5（
） 「
正
統
弁
下
」（『
外
集
』
巻
九
）
に
は
、
宋
の
「
正
統
」
を
主
張

す
る
表
現
が
存
在
す
る
。
そ
の
内
容
は
「
勢
か
ら
論
じ
な
け
れ
ば
、

漢
・
唐
そ
し
て
大
宋
以
外
は
「
正
統
」
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
、

欧
陽
脩
の
正
統
論
の
中
で
も
異
色
の
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
同
論

は
徳
を
重
視
す
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
秦
は
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徳
で
は
な
く
力
で
天
下
を
得
た
。
晋
が
曹
魏
を
継
承
し
た
の
は
、

簒
に
よ
っ
て
簒
を
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
隋
も
そ
う
だ
」
と
し
て
、

秦
・
曹
魏
・
隋
の
「
正
統
」
を
否
定
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、「
漢

や
唐
は
「
正
統
」
だ
が
、
そ
れ
で
も
遺
憾
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と

ま
で
述
べ
て
い
る
。
同
論
は
改
訂
前
と
改
訂
後
の
間
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
が
（
前
述
）、
そ
の
内
容
は
彼
の
説
く
そ
の
他
の
正

統
論
と
は
改
訂
の
前
後
を
問
わ
ず
相
当
の
差
異
が
あ
る
上
に
、
改

訂
後
の
正
統
論
に
「
正
統
弁
」
上
下
に
該
当
す
る
内
容
は
見
え
て

い
な
い
。
つ
ま
り
最
終
的
に
欧
陽
脩
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
た
論
で

あ
り
、
改
訂
前
後
の
中
間
に
位
置
し
な
が
ら
両
者
か
ら
断
絶
し
た

存
在
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、「
正
統
」
の
判
定
が
厳
し
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
点
で
は
、
改
訂
後
の
も
の
と
近
い
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
か
か
る
論
の
中
で
「
わ
が
宋
は
「
正
統
」
で
あ
る
」
と

い
う
の
は
、
心
底
か
ら
宋
の
「
正
統
」
を
主
張
す
る
も
の
と
も
読

め
る
が
、
改
訂
後
に
近
い
性
格
の
論
と
し
て
見
る
と
、
や
は
り
宋

の
「
正
統
」
に
対
す
る
危
機
意
識
の
表
れ
と
解
釈
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

（
5（
） 齋
木
哲
郎
「
欧
陽
脩
『
新
五
代
史
』
の
春
秋
学
」（『
鳴
門
教
育
大

学
研
究
紀
要
』
二
一
、二
〇
〇
六
年
）。

（
5（
） 「
魏
梁
解
」
な
ど
を
見
る
と
、
曹
魏
を
悪
と
見
做
す
傾
向
は
欧
陽

脩
の
周
囲
に
も
あ
っ
た
よ
う
だ
し
、
欧
陽
脩
自
身
も
以
前
か
ら
そ

う
い
う
見
方
を
有
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
の
こ
と
と
、
小

林
ら
の
指
摘
す
る
君
主
へ
の
不
信
と
い
う
要
素
を
併
せ
て
考
慮
し

た
と
き
、
正
統
論
を
改
訂
し
た
時
期
の
彼
が
「
悪
」
の
評
価
を
前

面
に
押
し
出
し
た
理
由
は
、
現
実
に
対
す
る
鑑
戒
と
い
う
側
面
と

同
時
に
、
あ
る
い
は
皇
帝
や
宋
朝
に
対
す
る
不
満
の
表
れ
と
い
う

側
面
が
若
干
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
54
） か
つ
て
筆
者
は
、
前
掲
拙
著
第
八
章
「
宋
代
に
お
け
る
三
国
論
の

展
開
と
「
正
統
」」
に
て
北
宋
期
の
三
国
論
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

ま
た
蘇
軾
の
三
国
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
三
国
論
の
過
渡
期
と

蘇
軾
」（『
津
田
塾
大
学
紀
要
』
四
七
、二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
55
） 西
順
蔵
「
北
宋
そ
の
他
の
正
統
論
」（
前
掲
）。

（
た
な
か　

や
す
ひ
こ
・
実
践
女
子
大
学
准
教
授
）


